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山形地方最低賃金審議会 

山形県最低賃金専門部会（第１回）議事次第 

 

 

１ 開   会 

 

２ 労働基準部長あいさつ 

 

３ 山形県最低賃金専門部会部会長及び部会長代理の選出 

 

４ 議   事 

 

（１） 議事録署名委員指名 

 

（２） 山形地方最低賃金審議会専門部会運営規程(案）について 

 

（３） 山形県最低賃金専門部会の審議日程について 

 

（４） 山形県最低賃金の改正決定について 
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  （令和３年７月１３日、山形県みらい企画創造部統計企画課） 

6-2 消費者物価指数 山形市 令和３年５月分 

  （令和３年７月９日、山形県みらい企画創造部統計企画課） 

 

資料№７ 令和３年度山形県最低賃金の引上げ率及び影響率一覧表 
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資料No.１

区分 氏　　　　名 現　　　　　　　　　　職

押 野 正 德 押野公認会計士事務所

コーエンズ久美子 山形大学教授

村 山 永 村山永法律事務所

小 川 修 平 連合山形　副事務局長

金 子 浩 ＪＡＭ南東北山形県連絡会　会長

長 谷 部 泰 晴 ＵＡゼンセン山形県支部　運営評議会議長

岩 田 雅 史 山形商工会議所　専務理事

丹 哲 人 一般社団法人山形県経営者協会　専務理事

原 田 雅 人 （株）ハッピージャパン　取締役総務企画部長

　　◇　委員の配列は五十音順による。

　　任命年月日　：　令和３年７月１６日

山形地方最低賃金審議会

使
用
者
代
表

山形県最低賃金専門部会委員名簿

公
益
代
表

労
働
者
代
表
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資料№２ 

山形地方最低賃金審議会専門部会運営規程 
 

 

 

第１条 山形地方最低賃金審議会最低賃金専門部会（以下「専門部会」という。）の

議事運営は、最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）、及び最低賃金審議会令

（昭和３４年政令第１６３号）並びに山形地方最低賃金審議会運営規程に定める

もののほか、この規程の定めるところによる。 

 

第２条 専門部会の会議（以下「会議」という。）は、部会長が必要と認めたときの

ほか、山形労働局長又は３分の１以上の専門部会委員（以下「委員」という。）か

ら開催の請求があったとき、部会長が召集する。 

２ 前項の規定により山形労働局長又は委員が会議の開催を請求しようとする場合

には、付議事項及び希望期日を、少なくとも当該期日の１０日前までに、部会長

に通知しなければならない。 

３ 部会長は、会議を招集しようとするときには、緊急やむを得ない場合のほか、

少なくとも３日前までに、付議事項、日時及び場所を委員に通知するとともに、

山形労働局長に通知するものとする。 

 

第３条 委員は、病気その他の事由によって会議に出席できないときには、その旨

を部会長に適当な方法で速報するものとする。 

２ 委員は、旅行その他の事由によって長期不在となるときには、あらかじめ部会

長に適切な方法で通知するものとする。 

 

第４条 部会長は、会議の議長となり、議事を整理する。 

２ 委員は、会議において発言しようとするときには、部会長の許可を受けるもの

とする。 

３ 専門部会は、部会長が必要があると認めるときは、委員でないものの説明又は

意見を聞くことができる。 

 

第５条 会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより、個人情報

の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に

侵害されるおそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が

不当に損なわれるおそれがある場合には、部会長は、会議を非公開とすることが

できる。 

２ 部会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な

措置をとることができる。 

 

第６条 会議の議事については、議事録を作成し、議事録には、部会長及び部会長

が指名した委員２人が署名するものとする。 

２ 議事録及び会議の資料は、公開することにより、個人情報の保護に支障を及ぼ

すおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれが

ある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるお

それがある場合には、部会長は、議事録の一部又は全部を非公開とすることがで

きる。 
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３ 議事録を非公開とする場合には、議事要旨を作成し公開するものとする。 

 

第７条 部会長は、専門部会が議決を行ったときは、山形地方最低賃金審議会長に

報告するものとする。 

 

第８条 この規程に定めるもののほか、議事及び運営に関し必要な事項は、専門部

会の議決に基づいて行う。 

 

第９条 この規程の改廃は、専門部会の議決に基づいて行う。 

 

 

 附 則 

第１条 この規程は、平成２６年８月１日から施行する。 
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会長・会長代理選出等 ①  7.5（木） ① 7.8(月） ① 7.2(木） ① 6.23(水） 13:30-
15：00

大会議室

地域最賃改正諮問　 ①  7.5（木） ① 7.8(月） ① 7.2(木） ① 6.23(水） 13:30-
15：00

大会議室

地域最賃意見聴取　 ② 7.30（月） ② 8.１（木） ② 7.28（火） ② 7.26（月） 9:00-
12：00

大会議室

地域最賃目安伝達 ② 7.30（月） ② 8.１（木） ② 7.28（火） ② 7.26（月） 10:30-
12：00

大会議室

地域最賃答申 ③  8.6（月） ③ 8.5（月） ③ 8.7（金） ③ 8.6（金） 10:00-
12：00

大会議室

地域最賃異議申出審議 ④ 8.22（水） ④ 8.21（水） ④ 8.25（火） ④ 8.24（火） 10:00-
12：00

大会議室

特定最賃必要性諮問 ③  8.6（月） ③ 8.5（月） ③ 8.7（金） ③ 8.6（金） 10:00-
12：00

大会議室

③  8.6（月） ③ 8.5（月） ③ 8.7（金） ③ 8.6（金） 10:00-
12：00

大会議室

④ 8.22（水） ④ 8.21（水） ④ 8.25（火） ④ 8.24（火） 10:00-
12：00

大会議室

特定最賃必要性答申 ④ 8.22（水） ④ 8.21（水） ④ 8.25（火） ④ 8.24（火） 10:00-
12：00

大会議室

特定最賃改正諮問 ④ 8.22（水） ④ 8.21（水） ④ 8.25（火） ④ 8.24（火） 10:00-
12：00

大会議室

特定最賃答申 ⑤ 10.23(火) ⑤ 10.21(月） ⑤ 10.26(月） ⑤ 10月中旬～下旬 公開 大会議室

特定最賃意向表明 ⑥ 3.15(金) ⑥ 3.16（金） ⑥ 3.11（木） ⑥ ３月中旬 公開 大会議室

地域最賃専門部会

部会長・部会長代理選出等 ① 7.26（木） ① 7.23（火） ① 7.21（火） ① 7.20（火） 10:00-
12：00

大会議室

② 7.30（月） ② 7.30（火） ② 7.29（水） ② 7.27（火） 10:00-
12：00

大会議室

③ 7.3１（火） ③ 7.31（水） ③ 7.31（金） ③ 7.28（水） 13:30-
15：00

大会議室

④  8.2（木） ④ 8.1（木） ④ 8.4（火） ④ 7.30（金） 13:30-
15：00

大会議室

⑤  8.3（金） ⑤ 8.2（金） ⑤ 8.6（木） ⑤ 8.2（月） 13:30-
15：00

大会議室

⑥ 8.5（月） ⑥ 8.7（金） 予 8.4（水） 13:30-
15：00

大会議室

合同専門部会 ① 9.26（水） ① 9.26（木） ① 9.24（木） ① 9月下旬 公開

② 10.5（金） ② 9.27（金） ② 9.25（金） ② 非公開

③ 10.15（月） ③ 10.3（木） ③ 10.12（月） ③ 非公開

④ 10.22（月） ④ １０．７（月） ④ 10．21（水） 予 非公開

② 10.9（火） ② 10.2（水） ② 10.8（木） ② 非公開

③ 10.11（木） ③ 10.10(木） ③ 10.19(月） ③ 非公開

④ 10.19（金） ④ 10.15（火） ④ 10.22（木） 予 非公開

② 10.1（月） ② 10.4（金） ② 10.2（金） ② 非公開

③ 10.3（水） ③ 10.16（水） ③ 10.13（火） ③ 非公開

④ 10.10（水） ④ 10.18（金） ④ 10.22（木） 予 非公開

② 10.3（水） ② 9.30（月） ② 9.28（月） ② 非公開

③ 10.5（金） ③ 10.3（木） ③ 10.7（水） ③ 非公開

④ 10.15（月） ④ 10.8（火） ④ 10.20（火） 予 非公開

資料№３　　

山形地方最低賃金審議会日程（平成３０年度～令和３年度予定）

　※ ○数字は開催回数

区　　　分
（参考）

平成３０年度
（参考）

令和元年度
（参考）

令和２年度
令和３年度予定

備　考

特定最賃必要性審議

事務局案

本　　審

異議申出締切8/23（月）
10/2発効

答申どおりの場合10/2発効

10.26まで答申→12.25発効

金額審議

※予：予備日

特定（産業別）最賃専門部会 　

一般機械

合同後10.22
（金）までの間

※予：予備日

電気機械

合同後10.22
（金）までの間

※予：予備日

自動車・同附属品

合同後10.22
（金）までの間

※予：予備日

自動車整備

合同後10.22
（金）までの間

※予：予備日
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令和３年７月１日（木）13:00～ 

於 三田共用会議所 第四特別会議室（４階） 

 

 

第２回目安に関する小委員会 

 

 

＜ 議 事 次 第 ＞ 

令和３年度地域別最低賃金額改定の目安について 

 

＜ 資 料 一 覧 ＞ 

資料 No.1 令和３年賃金改定状況調査結果 

資料 No.2 生活保護と最低賃金 

資料 No.3 地域別最低賃金額、未満率及び影響率 

資料 No.4 賃金分布に関する資料 

資料 No.5 最新の経済指標の動向 

 

参考資料 委員からの追加要望資料 

 

 

以上 
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資料№４



 

 

資料 No.1 

 

令和３年賃金改定状況調査結果 

 

＜調査の概要＞ 

 

１．調査の地域 全国 

 

２．調 査 産 業 日本標準産業分類（平成 25年 10月改定）に基づく次の産業 

（ア）製造業 

（イ）卸売業，小売業 

（ウ）学術研究，専門・技術サービス業 

（エ）宿泊業，飲食サービス業 

（オ）生活関連サービス業，娯楽業 

（カ）医療，福祉 

（キ）サービス業（他に分類されないもの） 

 

３．調査事業所 

（１）数 15,641事業所 

（２）選定の方法 

事業所母集団データベース（平成 30年次フレーム）を母集団とし、都道府県別、産業別、

事業所規模別（※）に層化無作為抽出により選定。ランク別、調査産業計において１人１

時間あたり賃金額の標準誤差率が 1.5％となるよう標本数を決定。ランク内の都道府県別、

産業別、事業所規模別の配分は母集団事業所数の構成比率で配分。 

※ 産業は上記２に掲げる７つの産業で、事業所規模は１～９人と 10～29人で区分。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．集計労働者 34,655人 

 

５．調 査 事 項〔基準となる期日又は期間〕 

（１）事業所に関する事項 

イ 主要な生産品の名称又は事業の内容〔令和３年６月１日現在〕 

ロ 事業所の労働者数〔令和３年６月１日現在〕 

ハ 事業所の月間所定労働日数、通常労働日の１日の所定労働時間数〔令和３年６月分〕 

ニ 事業所の年間所定労働日数〔令和元年度分、令和２年度分〕 

ホ 賃金改定状況〔令和３年１月～６月〕 

（２）労働者に関する事項 

イ 性、就業形態、年齢、勤続年数〔令和３年６月１日現在〕 

ロ 賃金形態〔令和２年６月分、令和３年６月分〕 

ハ 基本給額、諸手当〔令和２年６月分、令和３年６月分（見込額）〕 

ニ 月間所定労働日数、１日の所定労働時間数〔令和２年６月分、令和３年６月分〕 

  

 調査事業所数 集計事業所数 回収率 

Aランク 4,982 1,377 27.6％ 

Bランク 3,306 1,070 32.4％ 

Cランク 4,191 1,375 32.8％ 

Dランク 3,162 1,169 37.0％ 

合計 15,641 4,991 31.9％ 

9

makinotmko
フリーテキスト
ここにメモを書いてください。

makinotmko
フリーテキスト
ここにメモを書いてください。



資料№４－１



 

 

 

 

６．利用上の注意 

（１）集計結果は、抽出による標本誤差を含んでいる。 

（２）集計表中の空欄は、該当する数値がないことを示す。 

（３）集計表中の産業の掲載順序は、日本標準産業分類（平成 25 年 10 月改定）における産業

大分類のアルファベット順に基づいている。 

（４）各都道府県に適用される目安のランクは以下の通り。 

 

ランク 都道府県 

Ａ 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 

Ｂ 茨城、栃木、富山、山梨、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島 

Ｃ 北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、

徳島、香川、福岡 

Ｄ 青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊

本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 
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第１表　賃金改定実施状況別事業所割合

（％）

７月以降
も賃金改
定を実施
しない事
業所

７月以降
に賃金改
定を実施
する予定
の事業所

７月以降
も賃金改
定を実施
しない事
業所

７月以降
に賃金改
定を実施
する予定
の事業所

７月以降
も賃金改
定を実施
しない事
業所

７月以降
に賃金改
定を実施
する予定
の事業所

７月以降
も賃金改
定を実施
しない事
業所

７月以降
に賃金改
定を実施
する予定
の事業所

100.0 34.2 1.4 52.6 11.8 100.0 35.8 0.7 53.9 9.6 100.0 36.4 0.9 49.4 13.3 100.0 41.2 1.7 47.8 9.3

100.0 36.5 1.1 48.3 14.1 100.0 33.3 0.5 48.0 18.2 100.0 35.0 1.2 47.3 16.5 100.0 56.5 0.0 32.7 10.7

100.0 37.7 2.4 45.0 14.8 100.0 32.1 1.1 50.7 16.1 100.0 43.2 2.4 37.3 17.1 100.0 34.8 4.5 45.6 15.2

100.0 39.1 0.7 45.1 15.1 100.0 26.3 0.0 54.8 18.9 100.0 42.9 0.2 40.4 16.5 100.0 44.7 1.6 41.5 12.2

100.0 36.3 1.5 48.8 13.5 100.0 33.3 0.7 51.8 14.2 100.0 38.8 1.2 44.6 15.4 100.0 43.2 1.9 43.8 11.1

Ｒ
２
年

100.0 41.2 1.5 42.1 15.1 100.0 32.3 2.1 53.3 12.4 100.0 48.1 1.5 32.6 17.7 100.0 46.2 1.6 45.5 6.8

７月以降
も賃金改
定を実施
しない事
業所

７月以降
に賃金改
定を実施
する予定
の事業所

７月以降
も賃金改
定を実施
しない事
業所

７月以降
に賃金改
定を実施
する予定
の事業所

７月以降
も賃金改
定を実施
しない事
業所

７月以降
に賃金改
定を実施
する予定
の事業所

７月以降
も賃金改
定を実施
しない事
業所

７月以降
に賃金改
定を実施
する予定
の事業所

100.0 24.2 1.8 64.9 9.1 100.0 16.6 5.0 64.5 13.9 100.0 46.5 1.2 38.3 14.0 100.0 35.2 0.0 51.3 13.5

100.0 22.8 1.7 63.2 12.4 100.0 23.1 1.4 70.3 5.3 100.0 65.8 1.0 20.8 12.3 100.0 32.1 1.0 52.3 14.7

100.0 24.6 1.9 58.2 15.3 100.0 19.2 5.2 55.3 20.3 100.0 68.2 0.4 24.5 6.8 100.0 31.1 4.3 54.6 10.0

100.0 23.3 0.6 57.1 19.0 100.0 24.4 4.6 52.4 18.6 100.0 74.6 0.0 19.0 6.3 100.0 34.4 0.0 56.8 8.8

100.0 23.8 1.6 61.6 12.9 100.0 19.7 4.2 61.7 14.3 100.0 59.8 0.8 28.5 10.8 100.0 33.3 1.3 53.3 12.1

Ｒ
２
年

100.0 28.3 1.1 55.6 14.9 100.0 30.7 0.9 46.4 22.0 100.0 56.7 1.8 27.8 13.7 100.0 41.6 1.5 43.7 13.1

Ｄ

計

１～６月
に賃金引
上げを実
施した事
業所

１～６月
に賃金引
下げを実
施した事

業所

１～６月に賃金改定を
実施しない事業所

Ａ

Ｂ

Ｃ

１～６月に賃金改定を
実施しない事業所

計

１～６月
に賃金引
上げを実
施した事
業所

１～６月
に賃金引
下げを実
施した事

業所

１～６月に賃金改定を
実施しない事業所

計

生活関連サービス業, 娯楽業 医療，福祉 サービス業（他に分類されないもの）

計

１～６月
に賃金引
上げを実
施した事

業所

１～６月
に賃金引
下げを実
施した事

業所

１～６月に賃金改定を
実施しない事業所

計

１～６月
に賃金引
上げを実
施した事

業所

１～６月
に賃金引
下げを実
施した事

業所

宿泊業，飲食サービス業

Ｂ

Ｃ

Ｄ

計

ランク

ランク

産業計 製造業 卸売業，小売業

Ａ

１～６月
に賃金引
上げを実
施した事

業所

１～６月
に賃金引
下げを実
施した事

業所

１～６月に賃金改定を
実施しない事業所

計

１～６月に賃金改定を
実施しない事業所

学術研究, 専門・技術サービス業

計

１～６月
に賃金引
上げを実
施した事

業所

１～６月
に賃金引
下げを実
施した事

業所

１～６月に賃金改定を
実施しない事業所

計

１～６月
に賃金引
上げを実
施した事
業所

１～６月
に賃金引
下げを実
施した事

業所

計

１～６月
に賃金引
上げを実
施した事
業所

１～６月
に賃金引
下げを実
施した事

業所

１～６月に賃金改定を
実施しない事業所
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（％）

産業計 製造業
卸売業,
小売業

学術研
究,

専門・
技術

サービ
ス業

宿泊業,
飲食
サービ
ス業

生活関
連サー
ビス業,
娯楽業

医療,
福祉

サービ
ス業
（他に
分類さ
れない
もの）

産業計 製造業
卸売業,
小売業

学術研
究,

専門・
技術
サービ
ス業

宿泊業,
飲食
サービ
ス業

生活関
連サー
ビス業,
娯楽業

医療,
福祉

サービ
ス業
（他に
分類さ
れない
もの）

産業計 製造業
卸売業,
小売業

学術研
究,

専門・
技術
サービ
ス業

宿泊業,
飲食

サービ
ス業

生活関
連サー
ビス業,
娯楽業

医療,
福祉

サービ
ス業
（他に
分類さ
れない
もの）

3.1 3.1 2.6 4.4 3.0 2.8 2.8 4.0 -18.6 -11.7 -18.2 -4.8 -28.1 -12.6 -34.9 0.8 1.0 0.8 1.7 0.2 -0.2 0.9 1.4

2.5 2.4 2.1 5.5 2.6 2.4 1.9 2.6 -19.3 -30.0 -33.2 -4.4 -18.3 -5.5 -23.0 0.7 0.6 0.3 3.1 0.5 0.3 1.2 0.6

3.0 3.6 2.9 3.6 2.3 2.4 3.6 2.1 -8.9 -11.2 -18.4 -5.9 -3.0 -7.1 -6.5 -0.4 0.9 1.0 0.8 1.0 0.5 0.1 2.4 0.6

3.1 3.9 3.2 3.9 3.1 2.3 2.7 3.0 -4.8 -0.2 -3.0 -8.4 -5.0 1.2 1.0 1.4 1.7 0.7 0.3 2.0 1.0

3.0 3.1 2.7 4.4 2.8 2.5 2.8 3.1 -14.0 -14.9 -21.1 -5.1 -14.7 -10.2 -23.9 -4.1 0.9 0.9 0.8 1.8 0.4 0.0 1.5 1.0

Ｒ
２
年

2.8 3.0 2.5 3.7 3.4 3.0 2.4 3.0 -12.9 -17.4 -10.9 -13.0 -14.1 -15.0 -12.2 -7.5 1.0 0.6 1.0 1.5 0.8 0.8 1.1 1.1

（注）空欄は該当する数値がないことを示す。

Ｂ

Ｃ

Ｄ

計

第２表　事業所の平均賃金改定率

ランク

賃金引上げ実施事業所 賃金引下げ実施事業所 賃金改定実施事業所及び凍結事業所の合計

Ａ
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第３表　事業所の賃金引上げ率の分布の特性値

第１・
四分位数

中位数
第３・

四分位数
分散係数

第１・
四分位数

中位数
第３・

四分位数
分散係数

第１・
四分位数

中位数
第３・

四分位数
分散係数

第１・
四分位数

中位数
第３・
四分位数

分散係数

（Q１）  （Q２） （Q３） （Q１）  （Q２） （Q３） （Q１）  （Q２） （Q３） （Q１）  （Q２） （Q３）

1.0 1.7 3.0 0.59 1.0 1.7 3.0 0.59 1.0 1.6 2.4 0.44 1.8 2.6 5.0 0.62

1.0 1.4 2.6 0.57 0.9 1.5 2.5 0.53 1.0 1.7 2.4 0.41 1.0 2.0 4.2 0.80

1.0 1.9 3.2 0.58 0.9 2.4 4.4 0.73 1.1 1.9 3.2 0.55 1.0 2.3 3.9 0.63

1.0 1.7 3.3 0.68 1.0 2.3 3.7 0.59 1.1 1.8 3.2 0.58 1.4 2.7 5.4 0.74

1.0 1.7 3.0 0.59 1.0 1.8 3.4 0.67 1.0 1.7 2.7 0.50 1.3 2.1 5.0 0.88

Ｒ
２
年

1.0 2.0 3.0 0.50 1.0 1.8 3.0 0.56 1.0 1.8 2.6 0.44 1.2 2.5 3.9 0.54

第１・
四分位数

中位数
第３・

四分位数
分散係数

第１・
四分位数

中位数
第３・

四分位数
分散係数

第１・
四分位数

中位数
第３・

四分位数
分散係数

第１・
四分位数

中位数
第３・
四分位数

分散係数

（Q１）  （Q２） （Q３） （Q１）  （Q２） （Q３） （Q１）  （Q２） （Q３） （Q１）  （Q２） （Q３）

1.0 1.4 2.5 0.54 0.7 1.5 5.0 1.43 1.0 1.5 3.3 0.77 1.1 2.3 4.5 0.74

1.0 1.2 3.0 0.83 0.7 1.4 3.0 0.82 0.9 1.1 2.2 0.59 0.7 1.4 2.5 0.64

0.8 1.2 3.1 0.96 1.1 1.5 3.0 0.63 1.0 1.6 3.3 0.72 1.0 1.6 2.3 0.41

0.6 1.3 5.1 1.73 0.9 1.2 2.6 0.71 0.9 1.4 3.1 0.79 1.0 1.3 2.4 0.54

0.9 1.3 3.0 0.81 0.7 1.4 3.0 0.82 1.0 1.5 3.0 0.67 1.0 1.6 3.0 0.63

Ｒ
２
年

1.0 2.0 3.6 0.65 1.0 2.3 4.1 0.67 1.0 1.7 2.7 0.50 1.0 2.0 3.3 0.58

（注）１　特性値は、賃金引上げ実施事業所についてみたものである。

Ｄ

計

　　　２　分散係数 ＝
第３・四分位数（Ｑ３）　－　第１・四分位数（Ｑ１）

　×　１／２
中位数（Ｑ２）

学術研究, 専門・技術サービス業

Ｃ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

計

ランク

生活関連サービス業, 娯楽業 医療，福祉 サービス業（他に分類されないもの）

Ａ

Ｂ

宿泊業，飲食サービス業

Ａ

ランク

産業計 製造業 卸売業，小売業

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

％ ％％％

％ ％％
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第４表①　一般労働者及びパートタイム労働者の賃金上昇率（男女別内訳）

（円、％）

Ｒ２年
６月

Ｒ３年
６月

Ｒ２年
Ｒ２年
６月

Ｒ３年
６月

Ｒ２年
Ｒ２年
６月

Ｒ３年
６月

Ｒ２年
Ｒ２年
６月

Ｒ３年
６月

Ｒ２年
Ｒ２年
６月

Ｒ３年
６月

Ｒ２年
Ｒ２年
６月

Ｒ３年
６月

Ｒ２年
Ｒ２年
６月

Ｒ３年
６月

Ｒ２年
Ｒ２年
６月

Ｒ３年
６月

Ｒ２年

Ａ 1,544 1,548 0.3 1.4 1,533 1,555 1.4 1.3 1,578 1,586 0.5 1.1 1,928 1,906 -1.1 1.1 1,174 1,170 -0.3 2.6 1,233 1,241 0.6 1.9 1,452 1,471 1.3 1.3 1,436 1,454 1.3 0.9

Ｂ 1,382 1,381 -0.1 0.4 1,341 1,341 0.0 0.0 1,350 1,350 0.0 0.1 1,750 1,732 -1.0 -0.3 1,135 1,143 0.7 2.1 1,157 1,155 -0.2 1.2 1,339 1,344 0.4 1.5 1,397 1,396 -0.1 1.2

Ｃ 1,329 1,337 0.6 1.5 1,275 1,293 1.4 0.7 1,332 1,335 0.2 1.4 1,646 1,664 1.1 2.7 1,035 1,040 0.5 2.6 1,127 1,122 -0.4 -0.2 1,290 1,300 0.8 0.7 1,451 1,446 -0.3 1.3

Ｄ 1,254 1,259 0.4 0.9 1,156 1,166 0.9 1.6 1,247 1,255 0.6 -0.2 1,561 1,569 0.5 1.4 1,062 1,059 -0.3 1.4 1,141 1,128 -1.1 0.7 1,218 1,222 0.3 1.4 1,322 1,331 0.7 1.7

計 1,418 1,422 0.3 1.2 1,373 1,387 1.0 0.9 1,423 1,428 0.4 0.8 1,782 1,773 -0.5 1.1 1,115 1,115 0.0 2.3 1,184 1,184 0.0 1.2 1,358 1,369 0.8 1.2 1,415 1,423 0.6 1.2

Ａ 1,795 1,800 0.3 1.0 1,718 1,737 1.1 1.1 1,835 1,851 0.9 0.9 2,155 2,131 -1.1 1.4 1,314 1,305 -0.7 0.5 1,437 1,461 1.7 0.5 1,638 1,682 2.7 0.4 1,600 1,624 1.5 0.6

Ｂ 1,628 1,621 -0.4 0.3 1,559 1,560 0.1 -0.3 1,568 1,562 -0.4 0.1 2,072 2,049 -1.1 0.4 1,311 1,327 1.2 1.9 1,299 1,250 -3.8 0.8 1,448 1,447 -0.1 1.1 1,488 1,481 -0.5 1.8

Ｃ 1,591 1,596 0.3 1.2 1,458 1,473 1.0 0.6 1,596 1,601 0.3 1.3 1,923 1,937 0.7 2.4 1,170 1,173 0.3 0.6 1,232 1,241 0.7 0.7 1,425 1,427 0.1 -0.3 1,600 1,595 -0.3 0.7

Ｄ 1,486 1,491 0.3 0.7 1,310 1,316 0.5 1.5 1,481 1,495 0.9 -0.1 1,764 1,774 0.6 2.6 1,278 1,264 -1.1 -1.1 1,308 1,285 -1.8 0.1 1,338 1,340 0.1 1.0 1,463 1,464 0.1 2.5

計 1,668 1,670 0.1 0.9 1,565 1,577 0.8 0.7 1,676 1,685 0.5 0.7 2,026 2,016 -0.5 1.6 1,280 1,278 -0.2 0.6 1,344 1,343 -0.1 0.5 1,508 1,528 1.3 0.6 1,554 1,560 0.4 1.0

Ａ 1,318 1,322 0.3 1.8 1,222 1,246 2.0 1.7 1,286 1,289 0.2 1.4 1,680 1,668 -0.7 0.8 1,109 1,108 -0.1 3.4 1,135 1,135 0.0 2.8 1,415 1,427 0.8 1.5 1,240 1,253 1.0 1.7

Ｂ 1,163 1,168 0.4 0.8 1,033 1,041 0.8 0.6 1,155 1,161 0.5 0.3 1,325 1,323 -0.2 -0.6 1,050 1,056 0.6 2.1 1,081 1,105 2.2 1.2 1,319 1,326 0.5 1.5 1,223 1,232 0.7 0.9

Ｃ 1,103 1,113 0.9 2.2 983 995 1.2 1.4 1,095 1,099 0.4 1.8 1,266 1,300 2.7 3.8 992 996 0.4 3.3 1,067 1,055 -1.1 -0.2 1,264 1,274 0.8 0.8 1,140 1,138 -0.2 1.8

Ｄ 1,040 1,048 0.8 1.2 947 960 1.4 2.9 1,012 1,016 0.4 0.0 1,205 1,224 1.6 1.4 982 983 0.1 1.8 987 989 0.2 1.4 1,193 1,197 0.3 1.5 1,041 1,067 2.5 1.3

計 1,194 1,201 0.6 1.6 1,077 1,092 1.4 1.5 1,168 1,172 0.3 1.1 1,472 1,475 0.2 1.0 1,046 1,048 0.2 2.8 1,094 1,096 0.2 1.8 1,328 1,338 0.8 1.4 1,192 1,203 0.9 1.6

男
　
　
女
　
　
計

男

女

１時間当たり賃金額 賃金上昇率１時間当たり賃金額 賃金上昇率 １時間当たり賃金額 賃金上昇率 １時間当たり賃金額 賃金上昇率 １時間当たり賃金額
性

ランク

産業計 製造業 卸売業，小売業

１時間当たり賃金額 賃金上昇率 １時間当たり賃金額 賃金上昇率

生活関連サービス業, 娯楽業 医療，福祉 サービス業（他に分類されないもの）学術研究, 専門・技術サービス業 宿泊業，飲食サービス業

賃金上昇率 １時間当たり賃金額 賃金上昇率
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第４表②　一般労働者及びパートタイム労働者の賃金上昇率（一般・パート別内訳）

（円、％）

Ｒ２年
６月

Ｒ３年
６月

Ｒ２年
Ｒ２年
６月

Ｒ３年
６月

Ｒ２年
Ｒ２年
６月

Ｒ３年
６月

Ｒ２年
Ｒ２年
６月

Ｒ３年
６月

Ｒ２年
Ｒ２年
６月

Ｒ３年
６月

Ｒ２年
Ｒ２年
６月

Ｒ３年
６月

Ｒ２年
Ｒ２年
６月

Ｒ３年
６月

Ｒ２年
Ｒ２年
６月

Ｒ３年
６月

Ｒ２年

Ａ 1,544 1,548 0.3 1.4 1,533 1,555 1.4 1.3 1,578 1,586 0.5 1.1 1,928 1,906 -1.1 1.1 1,174 1,170 -0.3 2.6 1,233 1,241 0.6 1.9 1,452 1,471 1.3 1.3 1,436 1,454 1.3 0.9

Ｂ 1,382 1,381 -0.1 0.4 1,341 1,341 0.0 0.0 1,350 1,350 0.0 0.1 1,750 1,732 -1.0 -0.3 1,135 1,143 0.7 2.1 1,157 1,155 -0.2 1.2 1,339 1,344 0.4 1.5 1,397 1,396 -0.1 1.2

Ｃ 1,329 1,337 0.6 1.5 1,275 1,293 1.4 0.7 1,332 1,335 0.2 1.4 1,646 1,664 1.1 2.7 1,035 1,040 0.5 2.6 1,127 1,122 -0.4 -0.2 1,290 1,300 0.8 0.7 1,451 1,446 -0.3 1.3

Ｄ 1,254 1,259 0.4 0.9 1,156 1,166 0.9 1.6 1,247 1,255 0.6 -0.2 1,561 1,569 0.5 1.4 1,062 1,059 -0.3 1.4 1,141 1,128 -1.1 0.7 1,218 1,222 0.3 1.4 1,322 1,331 0.7 1.7

計 1,418 1,422 0.3 1.2 1,373 1,387 1.0 0.9 1,423 1,428 0.4 0.8 1,782 1,773 -0.5 1.1 1,115 1,115 0.0 2.3 1,184 1,184 0.0 1.2 1,358 1,369 0.8 1.2 1,415 1,423 0.6 1.2

Ａ 1,791 1,796 0.3 1.2 1,678 1,699 1.3 1.1 1,816 1,828 0.7 1.4 2,030 2,013 -0.8 0.7 1,518 1,492 -1.7 0.9 1,420 1,440 1.4 2.1 1,533 1,561 1.8 1.9 1,621 1,646 1.5 0.9

Ｂ 1,600 1,596 -0.3 0.3 1,470 1,470 0.0 -0.4 1,597 1,595 -0.1 0.0 1,880 1,861 -1.0 0.5 1,409 1,421 0.9 1.5 1,352 1,345 -0.5 1.2 1,454 1,467 0.9 1.5 1,502 1,488 -0.9 1.8

Ｃ 1,537 1,547 0.7 1.3 1,370 1,391 1.5 0.8 1,585 1,585 0.0 1.0 1,772 1,795 1.3 2.6 1,213 1,230 1.4 1.1 1,308 1,309 0.1 -0.1 1,373 1,382 0.7 0.2 1,571 1,560 -0.7 0.8

Ｄ 1,394 1,401 0.5 0.9 1,207 1,222 1.2 1.4 1,406 1,414 0.6 -0.1 1,606 1,617 0.7 1.5 1,263 1,257 -0.5 -0.6 1,270 1,271 0.1 -0.1 1,268 1,280 0.9 1.0 1,425 1,431 0.4 2.3

計 1,631 1,636 0.3 1.0 1,487 1,502 1.0 0.6 1,656 1,663 0.4 0.8 1,888 1,882 -0.3 1.1 1,359 1,358 -0.1 0.9 1,362 1,371 0.7 1.2 1,428 1,445 1.2 1.4 1,555 1,560 0.3 1.2

Ａ 1,141 1,143 0.2 1.8 1,078 1,104 2.4 1.8 1,129 1,131 0.2 0.1 1,371 1,319 -3.8 3.9 1,075 1,077 0.2 3.3 1,065 1,061 -0.4 1.8 1,376 1,385 0.7 0.8 1,041 1,043 0.2 1.4

Ｂ 1,059 1,061 0.2 0.6 976 979 0.3 1.4 1,051 1,053 0.2 0.4 1,216 1,207 -0.7 -4.8 993 999 0.6 2.3 1,008 1,011 0.3 1.1 1,202 1,200 -0.2 1.2 1,153 1,180 2.3 -0.6

Ｃ 984 988 0.4 2.3 945 954 1.0 1.0 960 967 0.7 1.9 1,127 1,128 0.1 3.2 946 944 -0.2 3.7 1,002 992 -1.0 -0.4 1,146 1,157 1.0 1.5 949 970 2.2 3.6

Ｄ 968 971 0.3 1.0 949 935 -1.5 2.1 912 918 0.7 0.0 1,279 1,274 -0.4 1.3 947 946 -0.1 2.4 952 920 -3.4 2.2 1,099 1,086 -1.2 2.3 977 1,002 2.6 -1.3

計 1,064 1,066 0.2 1.7 1,006 1,017 1.1 1.7 1,039 1,043 0.4 0.7 1,264 1,244 -1.6 1.0 1,011 1,012 0.1 3.0 1,027 1,020 -0.7 1.2 1,267 1,272 0.4 1.1 1,043 1,051 0.8 1.0

一
般
パ
ー

ト
計

一
般

パ
ー

ト

１時間当たり賃金額 賃金上昇率１時間当たり賃金額 賃金上昇率 １時間当たり賃金額 賃金上昇率 １時間当たり賃金額 賃金上昇率 １時間当たり賃金額

就業
形態

ランク

産業計 製造業 卸売業，小売業

１時間当たり賃金額 賃金上昇率 １時間当たり賃金額 賃金上昇率

生活関連サービス業, 娯楽業 医療，福祉 サービス業（他に分類されないもの）学術研究, 専門・技術サービス業 宿泊業，飲食サービス業

賃金上昇率 １時間当たり賃金額 賃金上昇率
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参考１　賃金引上げの実施時期別事業所数割合

（％）

変わらない 早　い 遅　い その他

100.0 89.8 3.0 0.9 6.3

100.0 89.6 1.9 1.1 7.3

100.0 87.0 3.3 1.7 8.0

100.0 87.6 2.2 1.7 8.5

100.0 88.7 2.7 1.3 7.3

Ｒ
２
年

100.0 88.7 4.2 1.2 5.9

（注）「その他」には、前年には賃金引上げを実施しなかった事業所や、

　　　会社の設立が前年のため賃金引上げを行うのは今年が初めてである事業所が該当する。

Ｄ

計

ランク
１～６月に
賃金引上げを
実施した事業所

賃金引上げの実施時期は、昨年と比較して

Ａ

Ｂ

Ｃ

16



（％）

計 事由１ 事由２ 事由３ 事由４ 事由５ 計 事由１ 事由２ 事由３ 事由４ 事由５ 計 事由１ 事由２ 事由３ 事由４ 事由５ 計 事由１ 事由２ 事由３ 事由４ 事由５

100.0 10.2 1.3 14.9 66.7 6.9 100.0 7.3 0.0 17.9 66.9 7.8 100.0 12.5 1.5 12.8 66.1 7.1 100.0 11.0 0.0 11.6 72.1 5.2

100.0 13.7 2.4 13.1 64.3 6.6 100.0 15.5 3.6 11.7 60.9 8.3 100.0 18.5 3.2 13.1 61.1 4.2 100.0 21.8 2.9 8.4 66.9 0.0

100.0 14.7 2.9 14.0 61.3 7.1 100.0 14.2 4.0 14.0 61.8 5.9 100.0 18.9 4.3 11.0 57.6 8.2 100.0 17.9 1.6 14.2 60.9 5.4

100.0 16.7 2.0 13.3 61.7 6.3 100.0 20.6 2.1 8.5 65.9 2.8 100.0 20.4 2.5 12.7 58.3 6.1 100.0 17.4 0.0 19.3 58.0 5.3

100.0 12.9 2.0 14.1 64.2 6.8 100.0 12.6 2.1 14.3 64.2 6.9 100.0 16.5 2.7 12.5 61.8 6.5 100.0 14.9 0.8 12.7 67.1 4.5

Ｒ
２
年

100.0 18.9 3.2 24.7 48.9 4.3 100.0 11.5 3.5 24.8 56.3 3.8 100.0 26.6 4.3 21.4 43.3 4.4 100.0 7.7 2.0 21.3 65.7 3.2

計 事由１ 事由２ 事由３ 事由４ 事由５ 計 事由１ 事由２ 事由３ 事由４ 事由５ 計 事由１ 事由２ 事由３ 事由４ 事由５ 計 事由１ 事由２ 事由３ 事由４ 事由５

100.0 4.9 1.0 13.7 74.0 6.4 100.0 10.2 1.9 13.5 68.8 5.6 100.0 14.7 2.7 16.5 56.6 9.4 100.0 13.3 2.5 22.3 56.8 5.1

100.0 5.2 2.2 15.5 68.1 9.1 100.0 3.6 0.0 7.4 85.7 3.4 100.0 29.6 0.0 18.6 44.2 7.7 100.0 9.1 1.7 14.4 63.7 11.1

100.0 11.6 1.8 17.3 61.8 7.5 100.0 15.3 0.0 16.6 56.5 11.5 100.0 18.6 2.2 13.8 64.5 1.0 100.0 5.5 3.8 12.3 72.2 6.1

100.0 14.2 2.8 15.2 59.8 8.0 100.0 14.7 0.0 6.7 67.1 11.5 100.0 13.6 3.0 17.9 57.1 8.4 100.0 10.4 1.1 17.2 69.4 2.0

100.0 8.1 1.7 15.2 67.5 7.5 100.0 10.7 0.8 12.0 69.2 7.3 100.0 17.9 2.2 16.5 55.9 7.5 100.0 9.8 2.4 17.1 64.5 6.2

Ｒ
２
年

100.0 14.0 2.7 31.3 47.5 4.5 100.0 25.7 3.1 25.1 42.7 3.3 100.0 24.0 3.0 27.2 39.9 6.0 100.0 17.0 1.8 17.4 59.5 4.3

（注）事由１　昨年同様、７月以降実施の予定

　　　事由２　昨年は１～６月に実施したが、今年は７月以降実施の予定

　　　事由３　昨年は実施したが、今年は凍結の予定

　　　事由４　昨年は実施していないし、今年も実施しない予定

　　　事由５　昨年は実施しなかったが、今年は７月以降実施の予定

Ｃ

Ｄ

計

宿泊業，飲食サービス業 生活関連サービス業, 娯楽業 医療，福祉 サービス業（他に分類されないもの）

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

計

ランク

参考２　事由別賃金改定未実施事業所割合

ランク

産　　業　　計 製　　造　　業 卸売業，小売業 学術研究, 専門・技術サービス業
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１　パートタイム労働者比率

（％）

令和２年 令和３年

37.6 38.6

２　男女別労働者数比率

（％）

令和２年 令和３年

男性 47.2 46.7

女性 52.8 53.3

３　年間所定労働日数（事業所平均）

（日）

令和元年度 令和２年度

244.4 242.3

付表　労働者構成比率及び年間所定労働日数
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高
知

岩
手

鹿
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佐
賀

青
森

秋
田

宮
崎

沖
縄

生活保護（生活扶助基準（１類費＋２類費＋期末一時扶助費）＋住宅扶助）と最低賃金

生活扶助基準（１類費＋２類費＋期末一時扶助費）人口加重平均＋住宅扶助実績値

最低賃金額×１７３．８×０．８１７

注１）生活扶助基準（１類費＋２類費＋期末一時扶助費）は１８～１９歳単身のものである。

注２）生活扶助基準は冬季加算を含めて算出。

注３）生活保護のデータ、最低賃金のデータともに令和元年度のものである。

注４）０．８１７は時間額７９０円で月１７３．８時間働いた場合の令和元年度の税・社会保険料を考慮した可処分所得の総所得に対する比率。

単位：円

－１－
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宮
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生活保護（生活扶助基準（１類費＋２類費＋期末一時扶助費）＋住宅扶助）と最低賃金

生活扶助基準（１類費＋２類費＋期末一時扶助費）人口加重平均＋住宅扶助実績値

最低賃金額×１７３．８×０．８１７

注１）生活扶助基準（１類費＋２類費＋期末一時扶助費）は１８～１９歳単身のものである。

注２）生活扶助基準は冬季加算を含めて算出。

注３）生活保護のデータは令和元年度、最低賃金のデータは令和２年度のもの。

注４）０．８１７は時間額７９０円で月１７３．８時間働いた場合の令和元年度の税・社会保険料を考慮した可処分所得の総所得に対する比率。

単位：円

令和２年度最低賃金

改定額反映版

－２－
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令和元年度
データに基
づく乖離額

令和２年度
地域別最低
賃金引上げ額

最新の
乖離額

昨年度の
目安小委で
示した乖離額

（Ａ） （Ｂ）
（Ｃ）

（＝Ａ－Ｂ）
（Ｄ）

（Ｅ)
（＝Ｃ－Ｄ）

最低賃金の
引上げ

による影響額
（e①）

可処分所得
比率が低下

（0.818→0.817）
したことによる

影響額
（ｅ②）

生活扶助基準の
見直しによる
影響額
（e③）

住宅扶助実績値
の増減による
影響額
（e④）

北海道 △119 0 △119 △125 6 0 1 4 1
青 森 △114 3 △117 △123 6 △3 1 8 0
岩 手 △134 3 △137 △144 7 △3 1 7 2
宮 城 △119 1 △120 △126 5 △1 1 4 1
秋 田 △127 2 △129 △136 7 △2 1 7 0
山 形 △122 3 △125 △131 6 △3 1 7 1
福 島 △148 2 △150 △157 7 △2 1 8 1
茨 城 △193 2 △195 △201 6 △2 1 8 △1
栃 木 △170 1 △171 △176 5 △1 1 6 △1
群 馬 △160 2 △162 △168 6 △2 1 6 1
埼 玉 △134 2 △136 △134 △2 △2 1 1 △2
千 葉 △156 2 △158 △155 △2 △2 1 2 △3
東 京 △144 0 △144 △143 △1 0 1 △5 3
神奈川 △171 1 △172 △167 △4 △1 1 △4 △1
新 潟 △145 1 △146 △152 6 △1 1 6 △0
富 山 △202 1 △203 △208 6 △1 1 5 1
石 川 △152 1 △153 △155 3 △1 1 6 △3
福 井 △177 1 △178 △183 5 △1 1 6 △1
山 梨 △193 1 △194 △207 12 △1 1 13 △1
長 野 △184 1 △185 △190 5 △1 1 7 △1
岐 阜 △173 1 △174 △183 9 △1 1 7 2
静 岡 △170 0 △170 △177 8 0 1 5 2
愛 知 △199 1 △200 △202 3 △1 1 2 1
三 重 △214 1 △215 △222 6 △1 1 6 1
滋 賀 △176 2 △178 △178 0 △2 1 5 △3
京 都 △138 0 △138 △139 1 0 1 △1 1
大 阪 △173 0 △173 △171 △2 0 1 △4 0
兵 庫 △139 1 △140 △140 △0 △1 1 △1 1
奈 良 △154 1 △155 △161 7 △1 1 6 1
和歌山 △169 1 △170 △178 8 △1 1 6 2
鳥 取 △133 2 △135 △141 6 △2 1 7 0
島 根 △155 2 △157 △165 8 △2 1 6 2
岡 山 △133 1 △134 △136 1 △1 1 2 △0
広 島 △140 0 △140 △142 2 0 1 1 0
山 口 △190 0 △190 △198 8 0 1 6 2
徳 島 △178 3 △181 △186 4 △3 1 7 △0
香 川 △159 2 △161 △168 7 △2 1 6 2
愛 媛 △120 3 △123 △129 6 △3 1 6 2
高 知 △145 2 △147 △153 6 △2 1 7 1
福 岡 △146 1 △147 △151 3 △1 1 3 1
佐 賀 △160 2 △162 △168 7 △2 1 7 1
長 崎 △139 3 △142 △150 7 △3 1 6 3
熊 本 △148 3 △151 △158 7 △3 1 7 2
大 分 △149 2 △151 △156 4 △2 1 6 △1
宮 崎 △151 3 △154 △159 5 △3 1 7 0
鹿児島 △154 3 △157 △161 4 △3 1 6 0
沖 縄 △124 2 △126 △133 6 △2 1 7 1

都道府県ごとの最低賃金と生活保護水準との乖離額変動の要因分析

乖離の変動額

※１　最低賃金と生活保護水準の乖離額は、「平成20年度地域別最低賃金額改定の目安について（答申）」の別紙１「平成20年度地域別最低賃金額改定
　　の目安に関する公益委員見解」において用いられた考え方により算出。
※２　最低賃金と生活保護水準との乖離額を算出するには、月額を時間額に換算する際などに端数処理を行うため、必ずしもE＝ｅ①＋ｅ②＋ｅ③＋e④
　　とならない。

－３－ 22



地
域
別
最
低
賃
金
額
、
未
満
率
及
び
影
響
率

１
．
地
域
別
最
低
賃
金
額
、
未
満

率
及
び
影
響
率
（
ラ
ン
ク
別
）
の
推
移
（
平
成
23
～
令
和
２
年
度
）

平
成
23
年
度

24
年
度

25
年
度

26
年
度

27
年
度

28
年
度

29
年
度

30
年
度

令
和
元
年
度

２
年
度

７
３
７

７
４
９

７
６
４

７
８
０

７
９
８

８
２
３

８
４
８

８
７
４

９
０
１

９
０
２

（
7）

（
12
）

（
15
）

（
16
）

（
18
）

（
25
）

（
25
）

（
26
）

（
27
）

（
1
）

未
満
率

（
％
）

1.
5

2.
5

2.
1

2.
5

2.
1

4.
2

2.
3

2.
4

1.
7

2.
4

影
響
率

（
％
）

4.
0

5.
7

10
.7

9.
3

12
.8

14
.5

14
.5

15
.3

20
.5

4.
5

未
満
率

（
％
）

1.
7

1.
4

1.
5

1.
6

1.
4

1.
6

1.
3

1.
5

1.
7

1.
5

影
響
率

（
％
）

2.
9

3.
1

5.
4

5.
2

6.
0

8.
6

9.
8

12
.3

14
.2

3.
4

未
満
率

（
％
）

1.
8

2.
2

2.
0

1.
8

2.
2

2.
0

1.
3

1.
7

1.
5

1.
8

影
響
率

（
％
）

3.
1

5.
2

5.
5

6.
6

6.
9

8.
6

9.
6

12
.7

13
.9

4.
5

未
満
率

（
％
）

2.
0

2.
0

1.
8

1.
8

1.
9

1.
5

1.
4

1.
4

1.
2

1.
8

影
響
率

（
％
）

3.
4

5.
0

6.
0

6.
2

7.
4

10
.1

10
.3

13
.3

11
.6

6.
9

未
満
率

（
％
）

1.
7

2.
1

1.
9

2.
0

1.
9

2.
7

1.
7

1.
9

1.
6

2.
0

影
響
率

（
％
）

3.
4

4.
9

7.
4

7.
3

9.
0

11
.1

11
.9

13
.8

16
.3

4.
7

資
料
出
所
：
厚
生
労
働
省
「
最
低
賃
金
に
関
す
る
基
礎
調
査
」
（
平
成
23
～
令
和
２
年
）

（
注
）
１
　
地
域
別
最
低
賃
金
額
（
以
下
単
に
「
最
低
賃
金
額
」
と
い
う
。
）
は
、
全
国
加
重
平
均
で
あ
る
。

　
　
　
２
　
「
未
満
率
」
と
は
、
最
低
賃
金
額
を
改
正
す
る
前
に
、
最
低
賃
金
額
を
下
回
っ
て
い
る
労
働
者
割
合
で
あ
る
。

　
　
　
３
　
「
影
響
率
」
と
は
、
最
低
賃
金
額
を
改
正
し
た
後
に
、
改
正
後
の
最
低
賃
金
額
を
下
回
る
こ
と
と
な
る
労
働
者
割
合
で
あ
る
。

　
　
　
４
　
各
ラ
ン
ク
は
、
各
年
に
お
け
る
適
用
ラ
ン
ク
で
あ
り
、
各
ラ
ン
ク
の
未
満
率
、
影
響
率
に
つ
い
て
は
、
加
重
平
均
で
あ
る
。

資
料
 N
o.
3

Ｃ
ラ
ン
ク

Ｄ
ラ
ン
ク

計

年
度

地
域
別
最
低
賃
金
額

（
対
前
年
度
差
）

Ａ
ラ
ン
ク

Ｂ
ラ
ン
ク

-
1
-

23



資料№４－３



２．地域別最低賃金の未満率と影響率

(１)　都道府県別未満率と影響率（令和２年）
未満率（全国加重平均）　２．０％
影響率（全国加重平均）　４．７％
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全
国
平
均

未満率 3.1 2.3 3.3 0.8 1.8 1.8 1.5 1.0 1.8 1.1 1.5 1.4 2.2 1.1 2.3 1.5 0.9 1.8 1.3 2.2 1.3 0.9 1.5 1.9 2.8 1.4 1.4 2.0 3.9 0.7 1.6 2.2 2.2 1.8 1.7 1.1 0.4 1.7 1.9 1.4 1.8 1.3 1.6 2.3 1.0 2.3 2.4 2.0

影響率 3.1 8.8 3.3 4.2 5.6 4.2 1.5 4.1 1.8 3.4 7.5 4.9 2.2 2.1 4.3 4.1 2.4 4.6 2.7 3.5 2.4 3.6 6.3 4.3 2.8 5.2 3.1 7.5 3.9 6.7 5.1 3.6 6.9 5.3 6.4 5.4 4.5 6.5 7.7 6.4 6.0 6.2 7.0 11.5 9.1 10.5 7.9 4.7

資料出所　厚生労働省「令和２年最低賃金に関する基礎調査」
（注１）事業所規模30人未満（製造業等は100人未満）を調査対象としている。
（注２）上記の影響率、未満率は、令和２年度の各地方最低賃金審議会の審議で使用された調査結果から算出した数値である。
　　　　表のうち「＊」のある県の数値は事業所数による復元を、「＊」のない県は労働者数による復元を行って集計したもの。
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(２)　賃金構造基本統計調査特別集計による未満率と影響率（令和２年）
未満率（全国加重平均）　２．０％
影響率（全国加重平均）　２．５％
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未満率 2.0 2.5 3.0 1.1 2.1 1.6 2.3 2.7 1.6 1.3 2.3 1.6 2.2 1.0 1.6 2.5 1.5 1.4 2.1 1.8 1.6 1.1 1.6 1.9 1.7 2.6 2.0 1.8 2.8 1.5 0.6 1.9 2.1 1.7 1.1 0.7 1.3 1.2 0.8 0.8 1.6 1.9 2.5 3.0 1.1 0.9 1.2 2.0

影響率 2.0 3.8 3.0 2.2 2.9 2.3 2.3 2.9 1.6 1.5 3.1 1.7 2.2 1.1 1.9 2.9 2.0 1.8 2.5 2.0 1.8 1.5 2.3 2.6 1.7 3.0 2.4 2.5 2.8 2.3 1.2 2.2 2.7 2.4 2.7 1.2 2.1 2.3 1.8 2.4 2.5 2.8 3.4 5.3 2.2 2.5 1.7 2.5

資料出所　厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
（注）１　事業所規模５人以上の民営事業所（５～９人の事業所については企業規模が５～９人の事業所に限る。）を対象としている。
　　　２　未満率及び影響率の算定の基礎となる賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を所定内実労働時間数で除したもの。
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資料No.4

賃金分布に関する資料

（都道府県別、総合指数順）

資料No.4-1　時間当たり賃金分布（一般労働者・短時間労働者計）　･･･１

資料No.4-2　時間当たり賃金分布（一般労働者）　･････････････････‥14

資料No.4-3　時間当たり賃金分布（短時間労働者）　･･･････････････‥27
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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790円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。

一般・短時間計

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

高知（D)

790円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。

一般・短時間計

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

秋田（D）

790円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。

一般・短時間計

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000
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5,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
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人
）

賃金（円/時間）

福島（D）

798円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

大分（D)

790円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

山形（D）

790円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0
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500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
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賃金（円/時間）

愛媛（D)

790円
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

島根（D)

790円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

500
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2,000

2,500
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3,500

4,000

4,500
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賃金（円/時間）

熊本（D)

790円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

500

1,000

1,500

2,000
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500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
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長崎（D)
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0
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1,400
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1,800

2,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
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賃金（円/時間）

高知（D)

790円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
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数
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賃金（円/時間）

岩手（D）

790円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0
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鹿児島（D)

790円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0
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人
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大分（D)

790円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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山形（D）
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

熊本（D)

790円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

長崎（D)

790円
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

高知（D)

790円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

岩手（D）

790円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

鹿児島（D)

790円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

佐賀（D)

790円
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資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

青森（D)

790円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

秋田（D）

790円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。

短時間労働者

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

宮崎（D)

790円

資料出所：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和元年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。

短時間労働者

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

沖縄（D)

790円
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Ⅰ．我が国経済

１．四半期別ＧＤＰ速報

   　　　　（実質値、季節調整済前期比、 (  )内は寄与度、％）

2019年 2020年 2019年度 2020年度

（令和元年） （令和２年）（令和元年度）（令和２年度） １－３月 ４－６月 ７－９月 10－12月 １－３月 （寄与度）

▲ 0.5 ▲ 8.1 5.3 2.8 ▲ 1.0 －

▲ 2.0 ▲ 28.6 22.9 11.7 ▲ 3.9 －

▲ 2.1 ▲ 10.1 ▲ 5.6 ▲ 1.1 ▲ 1.6 －

(0.5) (▲ 3.9) (▲ 0.1) (▲ 4.0) (▲ 0.2) (▲ 5.2) (2.6) (1.8) ▲ 0.8 (▲ 0.8)

(0.0) (▲ 4.6) (▲ 0.6) (▲ 4.8) (▲ 0.2) (▲ 5.4) (2.0) (1.3) ▲ 0.7 (▲ 0.5)

民 間 最 終 消 費 支 出 ▲ 0.3 ▲ 5.9 ▲ 1.0 ▲ 6.0 ▲ 0.8 ▲ 8.3 5.1 2.2 ▲ 1.5 (▲ 0.8)

民 間 住 宅 3.9 ▲ 7.1 2.5 ▲ 7.1 ▲ 3.7 0.6 ▲ 5.7 0.0 1.2 (0.0)

民 間 企 業 設 備 0.1 ▲ 6.0 ▲ 0.6 ▲ 6.9 1.3 ▲ 6.1 ▲ 2.1 4.3 ▲ 1.2 (▲ 0.2)

民 間 在 庫 変 動 (0.0) (▲ 0.1) (▲ 0.0) (▲ 0.2) (0.2) (0.1) (▲ 0.2) (▲ 0.5) － (0.4)

(0.4) (0.7) (0.5) (0.9) (▲ 0.0) (0.1) (0.7) (0.5) ▲ 1.0 (▲ 0.3)

政 府 最 終 消 費 支 出 1.9 2.7 2.0 3.2 ▲ 0.2 0.2 2.9 1.8 ▲ 1.1 (▲ 0.2)

公 的 固 定 資 本 形 成 1.3 3.6 1.5 4.3 0.4 2.2 0.8 1.3 ▲ 0.5 (▲ 0.0)

(▲ 0.4) (▲ 0.8) (▲ 0.4) (▲ 0.6) (▲ 0.3) (▲ 2.8) (2.6) (1.0) － (▲ 0.2)

財貨・サービスの輸出 ▲ 1.5 ▲ 11.7 ▲ 2.2 ▲ 10.5 ▲ 4.7 ▲ 17.5 7.3 11.7 2.2 (0.4)

財貨・サービスの輸入 1.0 ▲ 7.3 0.2 ▲ 6.9 ▲ 3.0 ▲ 0.7 ▲ 8.2 4.8 3.9 (▲ 0.6)

▲ 0.0 ▲ 4.6 ▲ 0.5 ▲ 4.4 ▲ 0.7 ▲ 8.2 5.5 3.3 ▲ 1.4 －

0.2 ▲ 3.8 ▲ 0.3 ▲ 3.6 ▲ 0.3 ▲ 7.2 5.1 3.2 ▲ 1.7 －

1.3 ▲ 1.9 1.1 ▲ 2.1 0.2 ▲ 3.5 0.6 0.8 2.3 －

実質国民総所得(ＧＮＩ)

財貨・サービスの純輸出

実 質 雇 用 者 報 酬

国 内 需 要

民 間 需 要

公 的 需 要

最 終 需 要

      2021年１－３月期（２次速報）の実質国内総生産は、前期比1.0％減（年率3.9％減）となった。

0.0 ▲ 4.7 ▲ 0.5 （前期比年率）

実質国内総支出(ＧＤＰ)

（前年同期比）

▲ 4.6 

2020年 2021年
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   　　　　（名目値、季節調整済前期比、 (  )内は寄与度、％）

2019年 2020年 2019年度 2020年度

（令和元年）（令和２年）（令和元年度）（令和２年度）１－３月 ４－６月 ７－９月 10－12月 １－３月 （寄与度） （実額）

▲ 0.6 ▲ 7.8 5.6 2.4 ▲ 1.3 － －

▲ 1.1 ▲ 8.9 ▲ 4.5 ▲ 0.8 ▲ 1.7 － －

559.8 538.6 558.3 536.3 553.1 510.1 538.4 551.6 － － 544.4 

(1.0) (▲ 3.8) (0.5) (▲ 4.2) (▲ 0.2) (▲ 6.1) (3.1) (1.4) ▲ 0.4 (▲ 0.4) 543.0 

(0.4) (▲ 4.5) (▲ 0.1) (▲ 5.0) (▲ 0.1) (▲ 6.0) (2.3) (1.1) ▲ 0.3 (▲ 0.2) 396.3 

民 間 最 終 消 費 支 出 0.2 ▲ 5.6 ▲ 0.3 ▲ 6.0 ▲ 0.8 ▲ 8.5 5.1 1.8 ▲ 1.2 (▲ 0.7) 289.3 

民 間 住 宅 5.1 ▲ 6.1 4.1 ▲ 6.7 ▲ 3.7 ▲ 0.6 ▲ 5.0 ▲ 0.2 2.2 (0.1) 20.0 

民 間 企 業 設 備 0.6 ▲ 6.3 ▲ 0.2 ▲ 7.3 1.5 ▲ 6.9 ▲ 1.9 3.8 ▲ 0.3 (▲ 0.0) 85.8 

民 間 在 庫 変 動 (0.0) (▲ 0.2) (▲ 0.0) (▲ 0.2) (0.2) (▲ 0.2) (0.0) (▲ 0.4) － (0.4) 1.3 

(0.6) (0.7) (0.6) (0.8) (▲ 0.1) (▲ 0.1) (0.8) (0.3) ▲ 0.5 (▲ 0.1) 146.6 

政 府 最 終 消 費 支 出 2.2 2.3 2.4 2.6 ▲ 0.5 ▲ 0.8 3.5 1.2 ▲ 0.6 (▲ 0.1) 115.7 

公 的 固 定 資 本 形 成 2.8 4.4 3.1 4.6 0.4 1.7 1.2 1.2 0.1 (0.0) 30.9 

(▲ 0.3) (0.1) (▲ 0.2) (0.3) (▲ 0.3) (▲ 1.7) (2.4) (1.0) － (▲ 0.9) 1.4 

財貨・サービスの輸出 ▲ 4.4 ▲ 14.0 ▲ 5.4 ▲ 12.0 ▲ 4.9 ▲ 20.3 10.1 11.2 4.4 (0.7) 93.4 

財貨・サービスの輸入 ▲ 2.7 ▲ 14.0 ▲ 4.2 ▲ 13.3 ▲ 2.9 ▲ 9.8 ▲ 6.0 4.5 10.9 (▲ 1.6) 92.0 

0.6 ▲ 3.6 0.4 ▲ 3.7 ▲ 0.8 ▲ 7.6 5.5 2.9 ▲ 1.7 － －

▲ 0.0 0.3 0.2 ▲ 0.4 ▲ 0.3 － －

1.0 1.4 1.2 0.2 ▲ 0.1 － －

▲ 3.9 

0.9 0.9 

0.3 

0.6 

2020年 2021年

0.6 

▲ 3.8 

（前年同期比）

0.7 

民 間 需 要

（前年同期比）

Ｇ Ｄ Ｐ デ フ レ ー タ ー

最 終 需 要

公 的 需 要

国 内 需 要

名目国内総支出(ＧＤＰ)

財貨・サービスの純輸出

（実額）

（備考）内閣府「国民経済計算」により作成。

体系基準年（名目値のベンチマークとなる年）：2015年
基準年（デフレーターにおける指数算式のウェイト統合の基準となる年）：前暦年
実額は季節調整系列（単位：兆円）
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（参考）経済見通し等

2019年度 2020年度 2021年度

（令和元年度） （令和２年度） (令和３年度)

実績（％） 実績見込み（％程度） 見通し（％程度）

▲ 0.3 ▲ 5.2 4.0 

(▲ 0.1) (▲ 4.0) (3.3)

(▲ 0.6) (▲ 4.9) (2.4)

民 間 最 終 消 費 支 出 ▲ 0.9 ▲ 6.0 3.9 

民 間 住 宅 2.5 ▲ 6.7 1.8 

民 間 企 業 設 備 ▲ 0.6 ▲ 8.1 2.9 

(0.5) (0.9) (0.9)

政 府 最 終 消 費 支 出 2.0 3.2 3.3 

公 的 固 定 資 本 形 成 1.5 5.4 3.3 

(▲ 0.2) (▲ 1.2) (0.7)

財貨・サービスの輸出 ▲ 2.6 ▲ 13.7 11.4 

（控除）財貨・サービスの輸入 ▲ 1.2 ▲ 6.4 6.7 

0.5 ▲ 4.2 4.4 

0.9 1.0 0.3 

0.5 ▲ 0.6 0.4 

（ (  )内は寄与度 ）

Ｇ ＤＰデフレーター

名 目 国 内 総 生 産

実 質 国 内 総 生 産

国 内 需 要

消 費 者 物 価 上 昇 率

民 間 需 要

公 的 需 要

財貨・サービスの純輸出

460

470

480

490

500

510

520

530

540

550

560

570

ⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠ

2008 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

実質・名目ＧＤＰの推移（兆円）

実質ＧＤＰ
536兆円

（21年１－３月期）

（期）
（年）

実質ＧＤＰ成長率（前期比年率）

20年７－９月期：＋ 22.9％

20年10－12月期：＋ 11.7％

21年１－３月期：▲ 3.9％

名目ＧＤＰ
544兆円

（21年１－３月期）

名目ＧＤＰ成長率（前期比年率）

20年７－９月期：＋ 24.1％

20年10－12月期：＋ 10.1％

21年１－３月期：▲ 5.1％

（備考）上図：内閣府「国民経済計算」により作成。

下図：内閣府試算値。
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-2
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4

ⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠ

2008 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

（％）

（期）
（年）

ＧＤＰギャップ

ＧＤＰギャップ

20年７－９月期： ▲ 5.8％

20年10－12月期： ▲ 3.3％

21年１－３月期： ▲ 4.7％

（備考）内閣府「令和３年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」により作成。
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資料№５－１

ランク 都道府県名 答申金額 前年度決定額 引上額（円） 目安額 発効年月日

A 東　京 1,013円 1,013円 0 - -

A 神奈川 1,012円 1,011円 1 - 10月1日

A 大　阪 964円 964円 0 - -

A 埼　玉 928円 926円 2 - 10月1日

A 愛　知 927円 926円 1 - 10月1日

A 千　葉 925円 923円 2 - 10月1日

B 京　都 909円 909円 0 - -

B 兵　庫 900円 899円 1 - 10月1日

B 静　岡 885円 885円 0 - -

B 三　重 874円 873円 1 - 10月1日

B 広　島 871円 871円 0 - -

B 滋　賀 868円 866円 2 - 10月1日

B 栃　木 854円 853円 1 - 10月1日

B 茨　城 851円 849円 2 - 10月1日

B 富　山 849円 848円 1 - 10月1日

B 長　野 849円 848円 1 - 10月1日

B 山　梨 838円 837円 1 - 10月8日

C 北海道 861円 861円 0 - -

C 岐　阜 852円 851円 1 - 10月1日

C 福　岡 842円 841円 1 - 10月1日

C 奈　良 838円 837円 1 - 10月1日

C 群　馬 837円 835円 2 - 10月3日

C 岡　山 834円 833円 1 - 10月1日

C 石　川 833円 832円 1 - 10月7日

C 新　潟 831円 830円 1 - 10月1日

C 和歌山 831円 830円 1 - 10月1日

C 福　井 830円 829円 1 - 10月2日

C 山　口 829円 829円 0 - -

C 宮　城 825円 824円 1 - 10月1日

C 香　川 820円 818円 2 - 10月1日

C 徳　島 796円 793円 3 - 10月3日

D 福　島 800円 798円 2 - 10月2日

D 山　形 793円 790円 3 - 10月3日

D 青　森 793円 790円 3 - 10月3日

D 岩　手 793円 790円 3 - 10月3日

D 愛　媛 793円 790円 3 - 10月3日

D 長　崎 793円 790円 3 - 10月3日

D 熊　本 793円 790円 3 - 10月1日

D 宮　崎 793円 790円 3 - 10月3日

D 鹿児島 793円 790円 3 - 10月3日

D 秋　田 792円 790円 2 - 10月1日

D 鳥　取 792円 790円 2 - 10月2日

D 島　根 792円 790円 2 - 10月1日

D 高　知 792円 790円 2 - 10月3日

D 佐　賀 792円 790円 2 - 10月2日

D 大　分 792円 790円 2 - 10月1日

D 沖　縄 792円 790円 2 - 10月3日

令和２年度　地域別最低賃金　改定状況
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（単位：円）
年度

都道府県名   ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ Ｒ１ Ｒ２(※２） 都道府県名

　 東　京 東　京

Ａ 神奈川 ＋１ －１ ＋１ 神奈川

ラ 大　阪 ＋１ ＋１ 大　阪

ン 愛　知 ＋１ ＋３ ＋１ ＋３ ＋３ ＋１ ＋１ ＋１ 愛　知

ク 埼　玉 ＋１～２ ＋１ ＋２ ＋２ ＋１ ＋２ 埼　玉

千　葉 ＋６ ＋２ ＋２ ＋２ ＋２ 千　葉

京　都 ＋１ ＋２ ＋１ 京　都

兵　庫 ＋１ ＋２ ＋１ ＋１ ＋１ ＋１ 兵　庫

Ｂ 静　岡 ＋２ ＋２ ＋２ ＋３ ＋２ ＋１ 静　岡

滋　賀 ＋２ ＋３ ＋２ ＋３ ＋２ ＋１ ＋２ 滋　賀

ラ 茨　城 ＋２ ＋２ ＋１ ＋３ ＋２ ＋１ ＋２ 茨　城

栃　木 ＋２ ＋２ ＋２ ＋１ ＋１ ＋１ 栃　木

ン 広　島 ＋１ ＋２ ＋２ ＋１ 広　島

長　野 ＋１ ＋２ ＋２ ＋１ ＋１ 長　野

ク 富　山 ＋２ ＋２ ＋４ ＋１ ＋１ 富　山

三　重 ＋１ ＋２ ＋２ ＋３ ＋１ ＋１ ＋１ 三　重

　 山　梨 ＋１ ＋２ ＋１ ＋１ ＋１ ＋１ 山　梨

群　馬 ＋１ ＋２ ＋１ ＋２ ＋１ ＋１ ＋２ 群　馬

岡　山 ＋１ ＋３ ＋１ ＋２ ＋２ ＋２ ＋１ ＋１ 岡　山

Ｃ 石　川 ＋１ ＋２ ＋２ ＋１ ＋１ ＋１ 石　川

香　川 ＋１ ＋２ ＋２ ＋３ ＋２ ＋２ ＋１ ＋１ ＋１ ＋２ 香　川

　 奈　良 ＋１ ＋２ ＋１ ＋２ ＋１ ＋１ 奈　良

ラ 宮　城 －１ ＋２ ※１ ＋１ ＋１ ＋１ 宮　城

福　岡 ＋５ ＋２ ＋２ ＋２ ＋１ ＋１ ＋１ ＋１ 福　岡

　 山　口 ＋１ ＋２ ＋２ ＋２ ＋１ ＋１ 山　口

ン 岐　阜 ＋２ ＋１ ＋１ 岐　阜

　 福　井 ＋１ ＋２ ＋２ ＋１ ＋１ ＋１ 福　井

和歌山 ＋１ ＋１ ＋１ ＋１ ＋１ ＋１ 和歌山

ク 北海道 ＋１～２ 北海道

　 新　潟 ＋２ ＋１ ＋２ ＋２ ＋１ ＋１ ＋１ 新　潟

　 徳　島 ＋１ ＋２ ＋１ ＋３ ＋２ ＋１ ＋１ ＋３ 徳　島

福　島 ＋３ ＋３ ※１ ＋２ ＋１ ＋１ ＋１ ＋２ 福　島

大　分 ＋１ ＋２ ＋３ ＋２ ＋１ ＋１ ＋２ ＋２ ＋２ 大　分

山　形 ＋２ ＋４ ＋１ ＋３ ＋１ ＋２ ＋１ ＋１ ＋３ 山　形

Ｄ 愛　媛 ＋１ ＋２ ＋２ ＋３ ＋２ ＋１ ＋２ ＋３ 愛　媛

島　根 ＋１ ＋２ ＋３ ＋２ ＋２ ＋２ ＋１ ＋１ ＋１ ＋２ 島　根

鳥　取 ＋１ ＋２ ＋３ ＋３ ＋１ ＋１ ＋１ ＋１ ＋２ ＋２ 鳥　取

ラ 熊　本 ＋２ ＋３ ＋３ ＋２ ＋１ ＋１ ＋２ ＋２ ＋３ 熊　本

　 長　崎 ＋１ ＋３ ＋３ ＋３ ＋１ ＋１ ＋２ ＋２ ＋３ 長　崎

高　知 ＋１ ＋１ ＋２ ＋３ ＋２ ＋１ ＋２ ＋２ ＋２ 高　知

ン 岩　手 ＋３ ＋３ ※１ ＋４ ＋２ ＋１ ＋１ ＋２ ＋３ 岩　手

　 鹿児島 ＋３ ＋２ ＋４ ＋３ ＋１ ＋１ ＋３ ＋３ 鹿児島

佐　賀 ＋１ ＋３ ＋３ ＋３ ＋１ ＋１ ＋２ ＋２ ＋２ 佐　賀

ク 青　森 ＋２ ＋１ ＋２ ＋１ ＋１ ＋１ ＋２ ＋３ 青　森

秋　田 ＋３ ＋１ ＋３ ＋１ ＋１ ＋１ ＋２ ＋２ 秋　田

宮　崎 ＋２ ＋３ ＋３ ＋３ ＋１ ＋１ ＋２ ＋２ ＋３ 宮　崎

　 沖　縄 ＋２ ＋３ ＋２ ＋４ ＋１ ＋１ ＋２ ＋２ ＋２ 沖　縄

（注１）　平成23年度の岩手、宮城及び福島の３県については、同年度の目安が、「各県ごとの被害状況等に十分に配慮」等した審議を求めた経緯を踏まえ、
　　　　　目安と改定額との差額を記載していない。

（注２）　令和２年度中央最低賃金審議会の答申では「引上げ額の目安を示すことは困難であり、現行水準を維持することが適当」とされたが、

　　　　　表では便宜的に引上げ額を記載している。

 地域別最低賃金額と目安額との関係の推移（平成21～令和２年度）
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資料№５－２



年度

都道府県名 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1 R2 都道府県

東　京 10.1 10.24 10.1 10.1 10.19 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 東　京

Ａ 神奈川 10.25 10.21 10.1 10.1 10.20 10.1 10.18 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 神奈川

ラ 大　阪 9.30 10.15 9.30 9.30 10.18 10.5 10.1 10.1 9.30 10.1 10.1 大　阪

ン 愛　知 10.11 10.24 10.7 10.1 10.26 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 愛　知

ク 埼　玉 10.17 10.16 10.1 10.1 10.20 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 埼　玉

千　葉 10.3 10.24 10.1 10.1 10.18 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 千　葉

京　都 10.17 10.17 10.16 10.14 10.24 10.22 10.7 10.2 10.1 10.1 10.1 京　都

兵　庫 10.8 10.17 10.1 10.1 10.19 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 兵　庫

Ｂ 静　岡 10.26 10.14 10.14 10.12 10.12 10.5 10.3 10.5 10.4 10.3 10.4 静　岡

滋　賀 10.1 10.21 10.20 10.6 10.25 10.9 10.8 10.6 10.5 10.1 10.3 10.1 滋　賀

ラ 茨　城 10.8 10.16 10.8 10.6 10.19 10.4 10.4 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 茨　城

栃　木 10.1 10.7 10.1 10.1 10.19 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 栃　木

ン 広　島 10.8 10.30 10.1 10.1 10.24 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 広　島

長　野 10.1 10.29 10.1 10.1 10.20 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.4 10.1 長　野

ク 富　山 10.18 10.27 10.1 11.4 10.6 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 富　山

三　重 10.1 10.22 10.1 9.30 10.19 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 三　重

山　梨 10.1 10.17 10.20 10.1 10.18 10.1 10.1 10.1 10.14 10.3 10.1 10.9 山　梨

群　馬 10.4 10.9 10.7 10.10 10.13 10.5 10.8 10.6 10.7 10.6 10.6 10.3 群　馬

岡　山 10.8 11.5 10.27 10.24 10.30 10.5 10.2 10.1 10.1 10.3 10.2 10.3 岡　山

Ｃ 石　川 10.10 10.30 10.20 10.6 10.19 10.5 10.1 10.1 10.1 10.1 10.2 10.7 石　川

香　川 10.1 10.16 10.5 10.5 10.24 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 香　川

奈　良 10.17 10.24 10.7 10.6 10.20 10.3 10.7 10.6 10.1 10.4 10.5 10.1 奈　良

ラ 宮　城 10.24 10.24 10.29 10.19 10.31 10.16 10.3 10.5 10.1 10.1 10.1 10.1 宮　城

福　岡 10.16 10.22 10.15 10.13 10.18 10.5 10.4 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 福　岡

山　口 10.4 10.29 10.6 10.1 10.10 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.5 山　口

ン 岐　阜 10.19 10.17 10.1 10.1 10.19 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 岐　阜

福　井 10.1 10.21 10.1 10.6 10.13 10.4 10.1 10.1 10.1 10.1 10.4 10.2 福　井

和歌山 10.31 10.29 10.13 10.1 10.19 10.17 10.2 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 和歌山

ク 北海道 10.10 10.15 10.6 10.18 10.18 10.8 10.8 10.1 10.1 10.1 10.3 北海道

新　潟 10.26 10.21 10.7 10.5 10.26 10.4 10.3 10.1 10.1 10.1 10.6 10.1 新　潟

徳　島 10.1 10.16 10.15 10.19 10.30 10.1 10.4 10.1 10.5 10.1 10.1 10.4 徳　島

福　島 10.18 10.24 11.2 10.1 10.6 10.4 10.3 10.1 10.1 10.1 10.1 10.2 福　島

大　分 10.1 10.24 10.20 10.4 10.20 10.4 10.17 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 大　分

山　形 10.18 10.29 10.29 10.24 10.24 10.17 10.16 10.7 10.6 10.1 10.1 10.3 山　形

Ｄ 愛　媛 10.1 10.27 10.20 10.24 10.31 10.12 10.3 10.1 10.1 10.1 10.1 10.3 愛　媛

島　根 10.4 10.24 11.6 10.14 11.6 10.5 10.4 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 島　根

鳥　取 10.8 10.31 10.29 10.20 10.25 10.8 10.4 10.12 10.6 10.5 10.5 10.2 鳥　取

ラ 熊　本 10.18 11.5 10.20 10.1 10.30 10.1 10.17 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 熊　本

長　崎 10.10 11.4 10.12 10.24 10.20 10.1 10.7 10.6 10.6 10.6 10.3 10.3 長　崎

高　知 10.1 10.27 10.26 10.26 10.26 10.26 10.18 10.16 10.13 10.5 10.5 10.3 高　知

ン 岩　手 10.4 10.30 11.11 10.20 10.27 10.4 10.16 10.5 10.1 10.1 10.4 10.3 岩　手

鹿児島 10.14 10.28 10.29 10.13 10.27 10.19 10.8 10.1 10.1 10.1 10.3 10.3 鹿児島

佐　賀 10.1 10.29 10.6 10.21 10.26 10.4 10.4 10.2 10.6 10.4 10.4 10.2 佐　賀

ク 青　森 10.1 10.29 10.16 10.12 10.24 10.24 10.18 10.20 10.6 10.4 10.4 10.3 青　森

秋　田 10.1 11.3 10.30 10.13 10.26 10.5 10.7 10.6 10.1 10.1 10.3 10.1 秋　田

宮　崎 10.14 11.4 11.2 10.26 11.2 10.16 10.16 10.1 10.6 10.5 10.4 10.3 宮　崎

沖　縄 10.18 11.5 11.6 10.25 10.26 10.24 10.9 10.1 10.1 10.3 10.3 10.3 沖　縄

地域別最低賃金の発効状況の推移（平成21～令和2年度）
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資料№５－３



 
年度

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1 R2 都道府県
東 京 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ○ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 東 京

神奈川 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ○ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 神奈川

大 阪 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ○ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 大 阪

愛 知 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ○ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 愛 知

埼 玉 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 埼 玉

千 葉 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ○ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 千 葉

京 都 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ○ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 京 都

兵 庫 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ○ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 兵 庫

静 岡 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ○ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 静 岡

滋 賀 ◯ ◯ ◯ ◯ ○ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 滋 賀

茨 城 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ○ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 茨 城

栃 木 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ○ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 栃 木

広 島 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ○ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 広 島

長 野 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ○ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 長 野

富 山 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ○ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 富 山

三 重 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ○ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 三 重

山 梨 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ○ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 山 梨

群 馬 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ○ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 群 馬

岡 山 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ○ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 岡 山

石 川 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ○ ◯ ◯ 石 川

香 川 ◯ ◯ ○ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 香 川

奈 良 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ○ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 奈 良

宮 城 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ○ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 宮 城

福 岡 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ○ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 福 岡

山 口 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ○ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 山 口

岐 阜 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ○ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 岐 阜

福 井 ◯ ◯ 福 井

和歌山 ◯ ◯ ◯ ○ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 和歌山

北 海 道 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ○ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 北 海 道

新　潟 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 新　潟

徳 島 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ○ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 徳 島

福 島 ◯ ◯ ◯ ◯ ○ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 福 島

大 分 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ○ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 大 分

山 形 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 山 形

愛 媛 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ○ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 愛 媛

島 根 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ○ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 島 根

鳥 取 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ○ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 鳥 取

熊 本 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ○ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 熊 本

長 崎 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ○ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 長 崎

高 知 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ○ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 高 知

岩 手 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ○ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 岩 手

鹿児島 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 鹿児島

佐 賀 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ○ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 佐 賀

青 森 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ○ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 青 森

秋 田 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ○ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 秋 田

宮 崎 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ○ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 宮 崎

沖 縄 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 沖 縄

Ｄ

ラ

ン

ク

Ｃ

ラ

ン

ク

地域別最低賃金の異議申出状況の推移（平成21～令和２年度）

都道府県

Ａ

ラ

ン

ク

Ｂ

ラ

ン

ク
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県名（ランク） 最賃額 改正前 引上額 本審① 本審② 本審③ 本審④ 専門部会① 専門部会② 専門部会③ 専門部会④ 専門部会⑤ 専門部会⑥

8月5日 7月20日 7月27日 7月29日 8月3日

13:30 15:00 13:30 13:30 13:30

8月5日 7月5日 7月27日 8月2日 8月3日 8月4日

13:30 10:00 13:30 13:30 13:30 13:30

8月6日 7月20日 7月27日 7月28日 7月30日 8月2日 8月4日

10:00 10:00 10:00 13:30 13:30 13:30 13:30

8月10日 7月21日 8月2日 8月5日 8月6日 8月10日

13:30 10:30 10:00 13:30 13:30 10:30

8月6日 7月29日 8月2日 8月4日 8月5日

13:30 10:00 13:30 13:30 16:00

8月5日 7月26日 8月3日 8月5日

15:00 14:30 13:30 13:30

8月5日 7月26日 8月2日 8月5日

15:30 15:30 10:30 13:30

8月6日 8月2日 8月5日 8月6日

15:00 15:30 9:30 13:30

8月5日 7月27日 7月28日 7月29日 8月4日 8月5日

14:30 10:00 10:00 14:00 14:00 9:30

8月6日 7月27日 8月3日 8月6日

16:30 11:00 10:00 15:00

8月6日 7月28日 7月30日 8月4日 8月6日

18:00 14:00 14:00 14:00 14:00

8月5日 7月21日 7月30日 8月2日 8月5日

15:30 11:00 9:30 9:30 9:00

8月5日 8月2日 8月5日

16:00 10:30 13:30

8月5日 7月29日 8月2日 8月3日 8月4日 8月5日

13:00 10:00 9:00 9:00 9:00 9:00

8月6日 7月21日 7月28日 8月4日 8月6日

14:00 15:00 15:00 10:00 10:00

8月5日 7月13日 7月21日 8月2日 8月4日 8月5日

15:30 13:30 13:30 14:30 10:00 10:00

8月6日 7月21日 7月26日 7月30日 8月2日 8月4日 8月6日

16:00 15:00 13:00 16:00 15:00 15:00 15:00

答申日

8月23日高知（Ｄ） 792 790 +2 6月25日

8月23日

鳥取（Ｄ） 792 790 +2 6月24日 7月21日 8月23日

島根（Ｄ） 792 790 +2 7月6日

愛媛（Ｄ） 793 790 +3 7月19日

7月2日 7月28日

6月30日 7月26日

7月1日

8月2日

7月29日

大分（Ｄ） 792 790 +2 7月2日 8月2日

佐賀（Ｄ） 792 790 +2 7月2日 7月21日

8月24日

8月24日

8月23日

8月24日

6月23日 7月26日 8月24日

7月2日 7月27日 8月26日

8月23日

8月23日

8月24日

8月23日

8月24日7月27日

7月21日

7月30日

8月2日7月5日

7月8日 7月28日

7月2日

7月2日793 790 +3

792 790 +2

793 790 +3

793 790 +3

+3

793 790 +3

6月29日 7月20日 8月23日

6月24日 7月26日 8月23日798 +2

793 790 +3

7月26日 8月23日

東北６県・全国Ｄランク県の審議日程（令和３年度）

沖縄（Ｄ)

長崎（Ｄ）

山形（Ｄ）

青森（Ｄ）

宮崎（Ｄ）

鹿児島（Ｄ）

岩手（Ｄ）

秋田（Ｄ）

熊本（Ｄ）

宮城（Ｃ）

福島（Ｄ）

825 824 +1

800

792 790 +2

793 790 +3

793 790
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2020年

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年

1月 2月 3月 4月 5月

指　数 101.2 101.4 101.6 101.5 102.0 101.8 101.5 101.3 102.1 102.0 102.3 101.7 102.0

前月比
　（％）

▲ 0.2 0.3 0.2 0.0 0.4 ▲ 0.2 ▲ 0.3 ▲ 0.2 0.8 ▲ 0.1 0.4 ▲ 0.6 0.3

前　 年
同月比
（％）

▲ 0.9 ▲ 0.5 0.0 ▲ 0.3 0.1 ▲ 0.4 ▲ 0.8 ▲ 1.0 ▲ 0.3 0.0 0.5 0.3 0.9

指　数 101.0 101.1 101.2 101.0 101.3 101.5 101.5 101.5 101.9 101.9 102.4 101.7 102.1

前月比
　（％）

▲ 0.2 0.2 0.1 ▲ 0.3 0.3 0.2 0.1 ▲ 0.1 0.4 0.0 0.5 ▲ 0.6 0.3

前　 年
同月比
　（％）

▲ 1.1 ▲ 0.6 ▲ 0.4 ▲ 0.9 ▲ 0.5 ▲ 0.7 ▲ 0.9 ▲ 0.8 ▲ 0.3 0.0 0.6 0.6 1.1

指数 101.3 101.3 101.3 101.0 101.4 101.8 101.9 101.7 102.2 102.1 102.2 101.4 101.6

前月比
　（％）

0.0 ▲ 0.1 0.1 ▲ 0.4 0.4 0.4 0.1 ▲ 0.2 0.4 ▲ 0.1 0.2 ▲ 0.8 0.1

前　 年
同月比
　（％）

▲ 0.2 0.0 0.1 ▲ 0.5 ▲ 0.1 ▲ 0.1 0.0 ▲ 0.1 0.5 0.7 0.7 0.1 0.2

2015年基準   消 費 者 物 価 指 数

山 形 市  2021年(令和3年)5月分

１　概　　況
　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 表１　総合、生鮮食品を除く総合、生鮮食品及びエネルギーを除く総合の前月比及び前年同月比

生鮮食品を
除く総合

　　　　　　 前年同月比は0.9％の上昇　　 　　前月比は0.3％の上昇　  

　　　(2)  生鮮食品を除く総合指数は102.1

生鮮食品及び
エネルギー
を除く総合

  　　2015年(平成27年)を100として

　　　(1)  総合指数は102.0

※　前月比・前年同月比は端数処理前の指数により計算しているため、公表上の指数による計算とは一致しない場合があります。

　　　　　　 前年同月比は1.1％の上昇　　 　　前月比は0.3％の上昇　　

　　　(3)  生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数は101.6

　　　　　　 前年同月比は0.2％の上昇  　　　 前月比は0.1％の上昇    

　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

総　　　　合

96

97

98

99

100

101

102

103

104

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12月

2015年=100

2018年

2019年

2020年

2021年

令和 3年 7月 9日
山形県統計企画課

図１ 総合指数の動き

96

97

98

99

100

101

102

103

104

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12月

2015年=100

2018年

2019年

2020年

2021年

図２ 生鮮食品を除く総合指数の動き

96

97

98

99

100

101

102

103

104

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12月

2015年=100

2018年

2019年

2020年

2021年

図３ 生鮮食品及びエネルギーを除く
総合指数の動き
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2015年＝100　

指数
前　年
同月比

寄与度

（％） 上　昇 下　落

102.0 0.9 0.86 ― ―

食　　料 104.5 ▲ 0.3 ▲ 0.08
外食　　 　　　　 1.8％(0.09）
菓子類　　　    　1.1％(0.03)

野菜・海藻　　▲4.5％(▲0.13)
穀類　　　　　▲3.1％(▲0.06)

住　　居 104.4 2.4 0.51
設備修繕・維持　 11.0％(0.45)
家賃　　　　　　　0.3％(0.05)

光熱・水道 102.4 2.1 0.19 他の光熱　　　　　27.6％(0.30)
電気代　　　  ▲2.5％(▲0.10）
ガス代　　　  ▲0.8％(▲0.01）

家具・家事用品 103.3 4.9 0.14
家事雑貨　 　    13.6％(0.08)
家事用消耗品　　  4.5％(0.04)

被服及び履物 104.7 0.1 0.00
衣料　　　　　　  2.1％(0.02)
履物類　　　　　　1.2％(0.01)

シャツ・セーター・下着類
　　　　　　  ▲1.8％(▲0.02)
他の被服　　　▲1.6％(　0.00)

保健医療 102.8 0.0 0.00
医薬品・健康保持用摂取品
　　　　　　　　　0.8％(0.01)

保健医療用品・器具
　　　　　　　▲0.6％(▲0.01)
保健医療サービス
　　　　　　　▲0.2％(▲0.01)

交通・通信 95.4 ▲ 0.7 ▲ 0.10 自動車等関係費　　6.2％(0.57)
通信　　　　　▲15.6％(▲0.67)
交通　　　　　▲ 0.3％(　0.00)

教　　育 93.0 ▲ 0.2 ▲ 0.01 補習教育　　　　  0.7％(0.01) 授業料等　　  ▲0.6％(▲0.01)

教養娯楽 102.5 1.0 0.09
教養娯楽サービス　1.1％(0.06)
教養娯楽用耐久財　7.9％(0.03)

教養娯楽用品　▲0.1％(　0.00)

諸 雑 費 102.1 2.3 0.13
たばこ　　　　　　9.6％(0.05)
身の回り用品　　  7.2％(0.04)

理美容用品　　▲0.4％(　0.00)

 総　　  合

２　10大費目指数の動き（2021年 (令和3年)5月分）

（１）前年同月との比較

　 表２　10大費目の前年同月比及び寄与度

主 な 動 き　　※寄与度順
中分類、前年同月比(寄与度)

費　　目

　　　　設備修繕・維持　　　・・・　駐車場工事費、火災・地震保険料　など

〔総合指数の前年同月比に寄与した主な内訳〕

　上昇　自動車等関係費　　　・・・　ガソリン、普通乗用車（海外メーカー）　など

　　　　野菜・海藻　　　　　・・・　キャベツ、はくさい　など

　下落　通信　　　　　　　　・・・　通信料（携帯電話）、携帯電話機
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2015年＝100　

指数 前月比 寄与度

（％） 上　昇 下　落

102.0 0.3 0.29 ― ―

食　　料 104.5 0.1 0.03
果物　   　 　　　3.6％(0.04)
飲料　　　　　  　2.4％(0.03）

穀類　　　　 　▲1.8％(▲0.04)
野菜・海藻　　 ▲0.7％(▲0.02)

住　　居 104.4 0.0 0.01 家賃　　　　　　　0.1％(0.01)

光熱・水道 102.4 1.4 0.12
電気代　       　 2.9％(0.11)
ガス代　　        0.5％(0.01)

家具・家事用品 103.3 0.4 0.01
家事雑貨　　　　　2.0％(0.01)
家庭用耐久財　　　0.9％(0.01)

家庭用消耗品　 ▲0.6％(▲0.01)

被服及び履物 104.7 0.1 0.00
他の被服　　　 　 0.8％(0.00)
衣料　　　　　 　 0.1％(0.00)

保健医療 102.8 ▲ 0.2 ▲ 0.01
保健医療用品・器具
                  0.2％(0.00)

医薬品・健康保持用摂取品
　　　　　　　 ▲1.0％(▲0.01)

交通・通信 95.4 0.6 0.09
自動車等関係費　　0.7％(0.06)
通信　　　　　　　0.5％(0.02)

教　　育 93.0 0.0 0.00 授業料等　　　 ▲0.1％(　0.00)

教養娯楽 102.5 0.4 0.03
教養娯楽サービス　0.4％(0.02)
教養娯楽用耐久財　2.6％(0.01)

諸 雑 費 102.1 ▲ 0.1 0.00 身の回り用品　　　1.1％(0.01) 理美容用品　　 ▲0.8％(▲0.01)

　　　　（ただし端数処理の関係で一致しない場合があります。）

　　　全費目の寄与度を合計すると、総合指数の変化率に一致します。

費　　目

   表３　10大費目指数、前月比及び寄与度

（注）寄与度とは、その費目の指数の変動が、総合指数の変化率のうちどの程度寄与したかを示したものであり、

（２）前月からの動き

主 な 動 き　　※寄与度順
中分類、前月比(寄与度)

 総　　  合

〔総合指数の前月比に寄与した主な内訳〕

　上昇　電気代　　　　　　　・・・　電気代

　下落　穀類　　　　　　　　・・・　あんパン、うるち米（コシヒカリを除く）　など

　　　　自動車等関係費　　　・・・　ガソリン、レンタカー料金

　　　　野菜・海藻　　　　　・・・　ほうれんそう、しめじ　など
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（％） （％） （％） （％）

10000 102.0 0.3 0.9 101.7 ▲ 0.6 0.3

9630 102.1 0.3 1.1 101.7 ▲ 0.6 0.6

8450 102.5 0.3 0.9 102.2 ▲ 0.6 0.3

8080 102.6 0.4 1.2 102.2 ▲ 0.7 0.6

8676 101.6 0.1 0.2 101.4 ▲ 0.8 0.1

6661 100.5 0.1 0.2 100.4 ▲ 1.1 0.1

2525 104.5 0.1 ▲ 0.3 104.4 0.1 ▲ 0.9

370 101.1 0.0 ▲ 4.3 101.1 ▲ 0.1 ▲ 6.3

2155 105.1 0.1 0.4 105.0 0.2 0.1

197 103.0 ▲ 1.8 ▲ 3.1 104.9 0.0 ▲ 0.3

201 108.7 ▲ 0.3 0.4 109.1 0.9 ▲ 2.1

生鮮魚介 99 101.2 ▲ 1.8 ▲ 0.6 103.0 3.4 ▲ 2.6

231 100.3 ▲ 0.4 0.0 100.7 ▲ 0.2 0.3

111 103.6 ▲ 0.3 1.6 103.9 ▲ 0.2 ▲ 1.3

268 104.9 ▲ 0.7 ▲ 4.5 105.6 2.0 ▲ 6.2

生鮮野菜 168 97.9 ▲ 1.4 ▲ 6.8 99.3 3.6 ▲ 9.5

109 106.8 3.6 ▲ 3.6 103.1 ▲ 7.9 ▲ 4.1

生鮮果物 104 106.2 3.8 ▲ 3.8 102.3 ▲ 8.3 ▲ 4.3

112 99.2 ▲ 0.2 ▲ 1.8 99.4 ▲ 0.6 ▲ 0.7

245 107.7 0.4 1.1 107.3 1.2 0.6

290 100.2 0.8 0.6 99.4 0.0 ▲ 0.2

137 100.9 2.4 0.1 98.6 ▲ 1.4 ▲ 1.5

140 105.9 0.3 1.2 105.6 ▲ 0.9 ▲ 0.3

482 107.9 0.0 1.8 107.9 1.3 1.8

2099 104.4 0.0 2.4 104.3 ▲ 0.2 2.4

550 118.8 0.0 7.5 118.8 0.1 7.5

1737 99.4 0.1 0.3 99.3 ▲ 0.3 0.3

持家の帰属家賃を除く家賃 187 100.7 0.1 ▲ 0.2 100.6 ▲ 0.1 ▲ 0.3

363 128.2 0.0 11.0 128.3 0.2 11.1

907 102.4 1.4 2.1 101.0 1.0 0.0

392 100.0 2.9 ▲ 2.5 97.2 1.3 ▲ 5.1

168 99.5 0.5 ▲ 0.8 98.9 0.5 ▲ 1.3

120 115.0 0.4 27.6 114.5 2.1 19.9

226 101.9 0.0 0.0 101.9 0.0 0.0

288 103.3 0.4 4.9 102.8 ▲ 0.4 3.3

71 99.1 0.9 1.1 98.2 ▲ 2.1 ▲ 5.0

19 91.3 0.0 3.6 91.3 0.3 3.6

31 93.8 0.0 2.7 93.8 0.2 2.7

60 109.8 2.0 13.6 107.6 ▲ 1.9 12.8

85 108.8 ▲ 0.6 4.5 109.5 1.4 4.9

21 101.5 0.0 0.0 101.5 0.0 0.0

2015年＝100　

３　山形市　２０２１年(令和３年)５月分　中分類指数

 総　　　合

生鮮食品を除く総合

前　 年
同月比

ウ
エ
イ
ト

指　 数 前月比

持家の帰属家賃を除く総合

持家の帰属家賃及び生鮮食品を除く総合

食料（酒類を除く）及びエネルギーを除く総合

 食　　　料

生鮮食品を除く食料

穀類

生鮮食品及びエネルギーを除く総合

魚介類

生鮮食品（生鮮魚介、生鮮野菜、生鮮果物）

肉類

乳卵類

野菜・海藻

果物

油脂・調味料

菓子類

調理食品

飲料

酒類

外食

 住　　　居

持家の帰属家賃を除く住居

家賃

設備修繕・維持

 光熱・水道

電気代

ガス代

他の光熱

上下水道料

 家具・家事用品

家庭用耐久財

室内装備品

寝具類

家事雑貨

家事用消耗品

家事サービス

2021年(令和3年）5月 （前月）2021年(令和3年）4月

中　　分　　類 前　 年
同月比

指　 数 前月比
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（％） （％） （％） （％）

346 104.7 0.1 0.1 104.5 0.0 0.1

123 96.4 0.1 2.1 96.4 ▲ 1.5 2.3

115 108.8 0.1 ▲ 1.8 108.7 1.6 ▲ 1.8

47 116.5 0.0 1.2 116.5 0.0 1.2

32 98.7 0.8 ▲ 1.6 97.9 ▲ 0.5 ▲ 2.3

28 110.8 0.0 0.0 110.8 0.0 0.0

465 102.8 ▲ 0.2 0.0 103.0 0.0 ▲ 0.5

126 100.3 ▲ 1.0 0.8 101.3 0.1 ▲ 0.9

88 96.1 0.2 ▲ 0.6 96.0 0.5 ▲ 1.0

250 106.3 0.0 ▲ 0.2 106.3 ▲ 0.2 ▲ 0.2

1565 95.4 0.6 ▲ 0.7 94.8 ▲ 4.7 ▲ 1.7

134 102.2 0.9 ▲ 0.3 101.3 ▲ 0.9 0.1

947 104.5 0.7 6.2 103.8 ▲ 0.4 4.6

484 75.8 0.5 ▲ 15.6 75.4 ▲ 15.9 ▲ 15.8

375 93.0 0.0 ▲ 0.2 93.0 0.3 ▲ 0.4

262 87.2 ▲ 0.1 ▲ 0.6 87.3 0.2 ▲ 1.0

10 102.9 0.0 0.0 102.9 0.0 0.0

103 106.6 0.0 0.7 106.6 0.7 0.7

866 102.5 0.4 1.0 102.1 0.4 1.2

37 100.3 2.6 7.9 97.8 0.8 4.8

212 98.8 0.2 ▲ 0.1 98.5 ▲ 2.0 0.5

109 108.4 0.0 0.6 108.3 0.2 0.6

508 103.0 0.4 1.1 102.6 1.4 1.4

564 102.1 ▲ 0.1 2.3 102.1 0.3 2.4

104 102.1 0.0 0.3 102.1 0.0 0.3

118 101.9 ▲ 0.8 ▲ 0.4 102.7 0.0 0.4

49 125.0 1.1 7.2 123.6 2.0 6.7

45 124.4 0.0 9.6 124.4 0.0 9.6

248 93.6 0.0 1.6 93.6 0.1 1.6

953 106.5 1.9 9.0 104.5 0.8 5.2

449 95.3 0.0 0.0 95.3 0.3 ▲ 0.2

923 102.4 0.4 0.8 102.0 0.1 1.1

496 79.2 ▲ 0.5 ▲ 14.5 79.7 ▲ 14.2 ▲ 13.7

2015年＝100　

 被服及び履物

衣料

シャツ・セーター・下着類

2021年(令和3年）5月 （前月）2021年(令和3年）4月

指　 数 前月比
前　 年
同月比

指　 数 前月比
前　 年
同月比

ウ
エ
イ
ト

履物類

他の被服

被服関連サービス

 保健医療

医薬品・健康保持用摂取品

保健医療用品・器具

保健医療サービス

 交通・通信

 教養娯楽

交通

自動車等関係費

通信

 教　　　育

教養娯楽関係費

情報通信関係費

中　　分　　類

たばこ

他の諸雑費

 （別 掲）

エネルギー

 諸 雑 費

理美容サービス

理美容用品

教育関係費

身の回り用品

教養娯楽用耐久財

教養娯楽用品

書籍・他の印刷物

教養娯楽サービス

授業料等

教科書・学習参考教材

補習教育
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生鮮食
品を除
く総合

生鮮食
品及びエ
ネルギー
を除く総
合　※１

食料（酒
類を除
く）及び
エネル

ギーを除
く総合

生鮮
食品

10000 9630 8676 6661 2525 370 2099 907 288 346 465 1565 375 866 564

2015年 平均 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

2016年 平均 99.6 99.5 100.6 100.4 101.2 101.9 100.6 93.0 97.4 103.4 99.9 97.3 101.3 101.2 100.9

2017年 平均 100.4 100.3 100.7 100.3 102.3 102.1 100.5 97.1 97.1 103.2 100.2 97.6 102.1 101.5 101.8

2018年 平均 101.3 101.2 100.8 100.3 102.8 103.3 100.7 102.2 93.6 103.0 101.8 99.1 102.3 101.4 102.6

2019年 平均 101.9 101.9 101.5 100.8 103.4 100.6 101.3 103.7 96.1 103.3 102.6 98.8 101.5 103.0 102.6

2020年 平均 101.6 101.4 101.5 100.5 105.2 107.2 102.4 100.7 98.9 103.4 103.0 98.1 94.0 100.6 100.1

2020年 ５月 101.2 101.0 101.3 100.3 104.9 105.7 101.9 100.3 98.4 104.6 102.8 96.1 93.1 101.5 99.8

６月 101.4 101.1 101.3 100.2 105.4 108.8 101.9 100.3 98.4 104.2 102.7 97.2 93.1 101.4 99.9

７月 101.6 101.2 101.3 100.5 105.3 110.3 101.8 100.3 99.9 101.0 103.0 98.2 93.1 102.2 100.0

８月 101.5 101.0 101.0 100.0 106.0 116.5 101.8 100.1 99.0 99.7 103.4 98.8 93.1 100.0 99.7

９月 102.0 101.3 101.4 100.4 107.0 120.0 103.1 99.5 100.3 104.7 102.9 98.3 93.1 98.6 99.6

10月 101.8 101.5 101.8 100.9 105.7 110.2 103.8 98.8 100.8 106.0 102.9 97.7 93.1 98.6 100.7

11月 101.5 101.5 101.9 100.9 104.5 99.8 103.9 98.2 101.5 106.2 102.9 97.6 93.1 98.7 100.5

12月 101.3 101.5 101.7 100.7 103.9 96.0 103.8 98.2 100.8 104.5 102.9 98.2 93.1 97.8 100.8

2021年 １月 102.1 101.9 102.2 101.2 105.5 106.5 104.2 98.3 102.8 101.6 102.5 98.4 93.1 101.6 101.3

２月 102.0 101.9 102.1 101.2 104.7 104.2 104.5 98.5 102.2 102.5 102.5 98.6 92.7 101.1 101.9

３月 102.3 102.4 102.2 101.5 104.3 101.2 104.6 100.0 103.3 104.5 103.0 99.5 92.7 101.7 101.9

４月 101.7 101.7 101.4 100.4 104.4 101.1 104.3 101.0 102.8 104.5 103.0 94.8 93.0 102.1 102.1

５月 102.0 102.1 101.6 100.5 104.5 101.1 104.4 102.4 103.3 104.7 102.8 95.4 93.0 102.5 102.1

2015年 平均 0.6 0.4 - 1.1 3.5 5.1 0.7 ▲ 4.8 1.7 2.9 0.4 ▲ 2.3 1.1 3.4 ▲ 2.2

2016年 平均 ▲ 0.4 ▲ 0.5 0.6 0.4 1.2 1.9 0.6 ▲ 7.0 ▲ 2.6 3.4 ▲ 0.1 ▲ 2.7 1.3 1.2 0.9

2017年 平均 0.8 0.8 0.2 ▲ 0.1 1.1 0.1 ▲ 0.1 4.3 ▲ 0.3 ▲ 0.2 0.3 0.4 0.8 0.3 0.9

2018年 平均 0.9 0.9 0.1 0.0 0.5 1.2 0.2 5.3 ▲ 3.6 ▲ 0.1 1.6 1.5 0.2 ▲ 0.1 0.8

2019年 平均 0.6 0.7 0.7 0.5 0.6 ▲ 2.6 0.6 1.5 2.7 0.3 0.7 ▲ 0.3 ▲ 0.9 1.6 0.0

2020年 平均 ▲ 0.2 ▲ 0.5 0.0 ▲ 0.3 1.7 6.5 1.1 ▲ 2.9 3.0 0.0 0.4 ▲ 0.6 ▲ 7.4 ▲ 2.3 ▲ 2.4

2020年 ５月 ▲ 0.2 ▲ 0.2 0.0 0.0 ▲ 0.4 ▲ 2.0 0.1 ▲ 0.7 ▲ 1.2 0.1 ▲ 0.7 ▲ 0.4 ▲ 0.3 0.6 0.1

６月 0.3 0.2 ▲ 0.1 ▲ 0.1 0.5 2.9 ▲ 0.1 0.0 0.0 ▲ 0.4 ▲ 0.1 1.1 0.0 ▲ 0.1 0.1

７月 0.2 0.1 0.1 0.2 ▲ 0.1 1.4 0.0 0.0 1.6 ▲ 3.1 0.3 1.0 0.0 0.8 0.1

８月 0.0 ▲ 0.3 ▲ 0.4 ▲ 0.4 0.7 5.6 ▲ 0.1 ▲ 0.2 ▲ 0.9 ▲ 1.2 0.4 0.6 0.0 ▲ 2.2 ▲ 0.3

９月 0.4 0.3 0.4 0.4 0.9 2.9 1.3 ▲ 0.6 1.3 5.0 ▲ 0.5 ▲ 0.5 0.0 ▲ 1.4 ▲ 0.1

10月 ▲ 0.2 0.2 0.4 0.5 ▲ 1.2 ▲ 8.1 0.7 ▲ 0.7 0.4 1.2 0.1 ▲ 0.6 0.0 0.0 1.1

11月 ▲ 0.3 0.1 0.1 0.1 ▲ 1.2 ▲ 9.4 0.1 ▲ 0.6 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 ▲ 0.2

12月 ▲ 0.2 ▲ 0.1 ▲ 0.2 ▲ 0.2 ▲ 0.5 ▲ 3.9 ▲ 0.1 0.0 ▲ 0.7 ▲ 1.6 ▲ 0.1 0.6 0.0 ▲ 0.8 0.3

2021年 １月 0.8 0.4 0.4 0.5 1.5 11.0 0.4 0.1 1.9 ▲ 2.8 ▲ 0.3 0.2 0.0 3.8 0.5

２月 ▲ 0.1 0.0 ▲ 0.1 0.0 ▲ 0.7 ▲ 2.2 0.2 0.2 ▲ 0.6 0.9 0.0 0.2 ▲ 0.5 ▲ 0.5 0.6

３月 0.4 0.5 0.2 0.3 ▲ 0.4 ▲ 2.8 0.1 1.6 1.1 2.0 0.5 1.0 0.0 0.6 ▲ 0.1

４月 ▲ 0.6 ▲ 0.6 ▲ 0.8 ▲ 1.1 0.1 ▲ 0.1 ▲ 0.2 1.0 ▲ 0.4 0.0 0.0 ▲ 4.7 0.3 0.4 0.3

５月 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 1.4 0.4 0.1 ▲ 0.2 0.6 0.0 0.4 ▲ 0.1

2020年 ５月 ▲ 0.9 ▲ 1.1 ▲ 0.2 ▲ 0.6 1.5 4.8 1.0 ▲ 3.9 0.2 0.5 0.5 ▲ 3.3 ▲ 10.1 ▲ 1.2 ▲ 3.9

６月 ▲ 0.5 ▲ 0.6 0.0 ▲ 0.3 1.4 3.3 1.1 ▲ 3.4 1.4 ▲ 0.5 0.4 ▲ 0.7 ▲ 10.1 ▲ 0.6 ▲ 3.4

７月 0.0 ▲ 0.4 0.1 0.0 2.1 10.7 0.8 ▲ 3.1 4.7 ▲ 1.7 0.4 ▲ 0.3 ▲ 10.1 1.0 ▲ 3.0

８月 ▲ 0.3 ▲ 0.9 ▲ 0.5 ▲ 0.7 2.6 15.7 0.7 ▲ 3.1 4.2 ▲ 2.4 1.2 0.0 ▲ 10.1 ▲ 3.5 ▲ 3.5

９月 0.1 ▲ 0.5 ▲ 0.1 ▲ 0.3 2.8 14.2 1.9 ▲ 3.2 5.8 0.0 0.5 0.5 ▲ 10.1 ▲ 4.3 ▲ 3.6

10月 ▲ 0.4 ▲ 0.7 ▲ 0.1 ▲ 0.3 1.9 9.0 1.6 ▲ 3.9 2.7 ▲ 0.1 ▲ 0.2 ▲ 1.3 ▲ 3.5 ▲ 6.6 0.6

11月 ▲ 0.8 ▲ 0.9 0.0 ▲ 0.2 0.7 1.9 1.6 ▲ 5.8 3.3 ▲ 0.6 ▲ 0.3 ▲ 1.6 ▲ 3.5 ▲ 5.3 0.5

12月 ▲ 1.0 ▲ 0.8 ▲ 0.1 ▲ 0.2 ▲ 0.4 ▲ 5.0 1.6 ▲ 5.7 4.0 ▲ 1.3 0.2 ▲ 1.3 ▲ 3.5 ▲ 5.6 0.9

2021年 １月 ▲ 0.3 ▲ 0.3 0.5 0.6 0.4 1.2 2.5 ▲ 5.9 6.7 ▲ 0.9 ▲ 0.3 ▲ 2.0 ▲ 3.5 ▲ 1.4 1.2

２月 0.0 0.0 0.7 0.8 0.2 0.5 2.8 ▲ 5.6 6.1 2.4 ▲ 0.4 ▲ 1.2 ▲ 4.0 ▲ 1.4 1.9

３月 0.5 0.6 0.7 0.9 0.0 ▲ 1.1 2.7 ▲ 3.0 8.0 2.2 ▲ 0.5 0.5 ▲ 4.0 ▲ 0.6 1.9

４月 0.3 0.6 0.1 0.1 ▲ 0.9 ▲ 6.3 2.4 0.0 3.3 0.1 ▲ 0.5 ▲ 1.7 ▲ 0.4 1.2 2.4

５月 0.9 1.1 0.2 0.2 ▲ 0.3 ▲ 4.3 2.4 2.1 4.9 0.1 0.0 ▲ 0.7 ▲ 0.2 1.0 2.3

※2013年～2014年の指数は、2010年基準の指数を2015年基準に換算した接続指数。 　※１は総務省において2015年１月分からの公表を開始。

  前  年  同  月  比　 （％）

ウエイト

４　山形市　10大費目指数の推移
2015年＝100　

前　　 年　　 比　 （％）

前　　 月　　 比　 （％）

総 合 食 料 住 居
光熱

・
水道

教 育
教養
娯楽

諸雑費

家具
・

家事
用品

被服
及び
履物

保健
医療

交通
・

通信
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生鮮食
品を除
く総合

生鮮食
品及びエ
ネルギー
を除く総

合

食料（酒
類を除
く）及び
エネル

ギーを除
く総合

生鮮
食品

10000 9586 8802 6713 2623 414 2087 745 348 412 430 1476 316 989 574

2015年 平均 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

2016年 平均 99.9 99.7 100.6 100.3 101.7 104.6 99.9 92.7 99.6 101.8 100.9 98.0 101.6 101.0 100.7

2017年 平均 100.4 100.2 100.7 100.3 102.4 104.3 99.7 95.2 99.1 102.0 101.8 98.3 102.2 101.3 100.9

2018年 平均 101.3 101.0 101.0 100.4 103.9 108.3 99.6 99.0 98.0 102.2 103.3 99.6 102.7 102.1 101.4

2019年 平均 101.8 101.7 101.6 100.8 104.3 104.9 99.8 101.3 100.2 102.6 104.0 99.0 101.1 103.8 101.4

2020年 平均 101.8 101.5 101.8 100.7 105.8 108.4 100.4 98.8 102.5 103.7 104.3 98.8 93.2 103.1 99.3

2020年 ５月 101.8 101.6 102.0 100.9 105.8 108.0 100.5 99.6 102.1 104.9 104.4 97.5 92.7 104.4 99.2

６月 101.7 101.6 101.9 100.8 105.5 105.9 100.4 99.4 102.8 104.3 104.4 97.8 92.5 104.2 99.1

７月 101.9 101.6 101.9 100.8 105.9 109.5 100.4 98.8 102.6 102.1 104.4 98.6 92.8 104.4 99.1

８月 102.0 101.3 101.6 100.5 107.2 118.6 100.4 98.6 102.3 101.0 104.3 99.1 92.7 102.8 99.1

９月 102.0 101.3 101.6 100.5 107.2 118.0 100.4 97.8 102.8 105.5 104.2 98.6 92.8 101.5 99.2

10月 101.8 101.3 101.8 100.7 106.7 113.5 100.4 96.9 103.2 106.2 104.2 98.5 92.8 101.3 100.0

11月 101.3 101.2 101.8 100.7 105.1 104.4 100.5 95.9 104.0 106.3 104.1 98.3 92.7 101.1 100.0

12月 101.1 101.1 101.7 100.6 104.3 100.1 100.4 95.1 104.4 104.9 104.0 98.6 92.7 101.4 99.7

2021年 １月 101.6 101.4 102.0 101.0 105.5 106.4 100.9 94.9 104.2 101.8 104.0 98.6 92.7 104.1 99.9

２月 101.6 101.5 102.0 101.0 105.0 103.7 100.9 95.2 104.0 102.0 104.0 98.8 92.6 103.9 100.5

３月 101.8 101.8 102.2 101.2 104.7 101.7 101.0 96.1 103.9 103.7 104.2 99.4 92.7 104.5 100.5

４月 101.4 101.5 101.7 100.5 104.5 100.6 101.0 97.4 104.2 105.2 104.1 95.7 93.8 105.1 100.6

５月 101.7 101.7 101.8 100.6 104.9 102.3 101.1 99.3 104.3 105.2 104.2 96.0 93.9 105.0 100.6

2015年 平均 0.8 0.5 1.4 1.0 3.1 6.8 0.0 ▲ 2.6 1.5 2.2 0.9 ▲ 1.9 1.6 1.9 1.0

2016年 平均 ▲ 0.1 ▲ 0.3 0.6 0.3 1.7 4.6 ▲ 0.1 ▲ 7.3 ▲ 0.4 1.8 0.9 ▲ 2.0 1.6 1.0 0.7

2017年 平均 0.5 0.5 0.1 ▲ 0.1 0.7 ▲ 0.2 ▲ 0.2 2.7 ▲ 0.5 0.2 0.9 0.3 0.6 0.4 0.3

2018年 平均 1.0 0.9 0.4 0.1 1.4 3.8 ▲ 0.1 4.0 ▲ 1.1 0.1 1.5 1.4 0.4 0.8 0.5

2019年 平均 0.5 0.6 0.6 0.4 0.4 ▲ 3.1 0.3 2.3 2.2 0.4 0.7 ▲ 0.7 ▲ 1.5 1.6 0.0

2020年 平均 0.0 ▲ 0.2 0.2 ▲ 0.1 1.4 3.3 0.6 ▲ 2.4 2.3 1.1 0.3 ▲ 0.2 ▲ 7.8 ▲ 0.6 ▲ 2.0

2020年 ５月 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 ▲ 0.6 0.1 ▲ 0.6 0.5 ▲ 0.2 0.0 ▲ 0.4 ▲ 0.4 0.3 0.3

６月 ▲ 0.1 0.0 ▲ 0.1 ▲ 0.1 ▲ 0.3 ▲ 1.9 0.0 ▲ 0.3 0.6 ▲ 0.6 0.0 0.3 ▲ 0.2 ▲ 0.2 ▲ 0.2

７月 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 3.3 0.0 ▲ 0.5 ▲ 0.2 ▲ 2.0 0.0 0.9 0.3 0.2 0.0

８月 0.2 ▲ 0.2 ▲ 0.3 ▲ 0.3 1.2 8.4 0.0 ▲ 0.2 ▲ 0.3 ▲ 1.1 ▲ 0.1 0.5 ▲ 0.1 ▲ 1.6 0.0

９月 ▲ 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 ▲ 0.5 0.0 ▲ 0.9 0.5 4.5 0.0 ▲ 0.5 0.1 ▲ 1.3 0.1

10月 ▲ 0.1 0.0 0.2 0.2 ▲ 0.5 ▲ 3.8 0.0 ▲ 0.8 0.4 0.6 ▲ 0.1 ▲ 0.1 0.0 ▲ 0.1 0.8

11月 ▲ 0.5 ▲ 0.1 0.0 0.0 ▲ 1.4 ▲ 8.1 0.0 ▲ 1.1 0.7 0.1 0.0 ▲ 0.2 ▲ 0.1 ▲ 0.2 0.1

12月 ▲ 0.3 ▲ 0.1 ▲ 0.1 ▲ 0.1 ▲ 0.7 ▲ 4.0 0.0 ▲ 0.8 0.4 ▲ 1.3 ▲ 0.1 0.2 0.0 0.3 ▲ 0.3

2021年 １月 0.5 0.3 0.3 0.3 1.1 6.2 0.5 ▲ 0.2 ▲ 0.2 ▲ 2.9 0.0 0.1 0.0 2.7 0.1

２月 0.0 0.1 0.0 0.0 ▲ 0.4 ▲ 2.5 0.1 0.3 ▲ 0.2 0.1 0.0 0.2 0.0 ▲ 0.3 0.6

３月 0.2 0.3 0.2 0.2 ▲ 0.3 ▲ 2.0 0.0 1.0 ▲ 0.1 1.7 0.2 0.6 0.0 0.6 0.0

４月 ▲ 0.3 ▲ 0.3 ▲ 0.5 ▲ 0.6 ▲ 0.2 ▲ 1.1 0.0 1.3 0.3 1.5 0.0 ▲ 3.8 1.2 0.6 0.0

５月 0.3 0.2 0.1 0.1 0.4 1.7 0.0 1.9 0.1 ▲ 0.1 0.1 0.3 0.1 ▲ 0.2 0.1

2020年 ５月 0.1 ▲ 0.2 0.4 0.1 2.1 5.8 0.8 ▲ 2.2 1.7 1.4 0.5 ▲ 1.7 ▲ 10.4 1.2 ▲ 3.0

６月 0.1 0.0 0.4 0.2 1.5 3.2 0.7 ▲ 2.0 3.1 1.3 0.6 ▲ 0.5 ▲ 10.5 1.0 ▲ 3.0

７月 0.3 0.0 0.4 0.3 1.9 6.9 0.7 ▲ 2.2 3.3 1.3 0.5 ▲ 0.1 ▲ 10.3 1.7 ▲ 3.0

８月 0.2 ▲ 0.4 ▲ 0.1 ▲ 0.4 2.9 13.6 0.7 ▲ 1.9 2.8 1.3 0.4 0.2 ▲ 10.3 ▲ 2.4 ▲ 3.1

９月 0.0 ▲ 0.3 0.0 ▲ 0.3 1.9 7.8 0.6 ▲ 2.2 3.0 1.7 0.4 0.4 ▲ 10.3 ▲ 1.8 ▲ 3.0

10月 ▲ 0.4 ▲ 0.7 ▲ 0.2 ▲ 0.4 1.1 5.4 0.1 ▲ 2.9 0.9 0.7 ▲ 0.5 ▲ 0.9 ▲ 2.1 ▲ 4.0 1.0

11月 ▲ 0.9 ▲ 0.9 ▲ 0.3 ▲ 0.4 ▲ 0.2 ▲ 1.1 0.1 ▲ 5.4 1.8 0.4 ▲ 0.5 ▲ 1.1 ▲ 2.2 ▲ 3.8 1.0

12月 ▲ 1.2 ▲ 1.0 ▲ 0.4 ▲ 0.5 ▲ 0.8 ▲ 4.6 0.1 ▲ 6.1 2.5 0.1 ▲ 0.4 ▲ 1.3 ▲ 2.2 ▲ 4.0 0.9

2021年 １月 ▲ 0.6 ▲ 0.6 0.1 0.2 ▲ 0.1 ▲ 0.3 0.5 ▲ 6.3 2.6 1.1 ▲ 0.5 ▲ 1.8 ▲ 2.2 ▲ 0.1 0.9

２月 ▲ 0.4 ▲ 0.4 0.2 0.3 0.0 0.0 0.6 ▲ 5.8 2.6 0.9 ▲ 0.4 ▲ 1.3 ▲ 2.1 ▲ 0.2 1.5

３月 ▲ 0.2 ▲ 0.1 0.3 0.4 ▲ 0.2 ▲ 1.5 0.6 ▲ 4.8 2.9 0.8 ▲ 0.4 ▲ 0.4 ▲ 2.2 0.4 1.4

４月 ▲ 0.4 ▲ 0.1 ▲ 0.2 ▲ 0.2 ▲ 1.2 ▲ 7.3 0.6 ▲ 2.8 2.5 0.2 ▲ 0.3 ▲ 2.3 0.8 1.1 1.6

５月 ▲ 0.1 0.1 ▲ 0.2 ▲ 0.3 ▲ 0.9 ▲ 5.2 0.6 ▲ 0.3 2.1 0.3 ▲ 0.1 ▲ 1.5 1.3 0.6 1.4

前　　 月　　 比　 （％）

  前  年  同  月  比　 （％）

５　全　国　10大費目指数の推移
2015年＝100　

ウエイト

前　　 年　　 比　 （％）

家具
・

家事
用品

総 合 食 料 住 居 教 育
教養
娯楽

諸雑費
光熱

・
水道

被服
及び
履物

保健
医療

交通
・

通信
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全　国 東　北 青森市 盛岡市 仙台市 秋田市 山形市 福島市

2015年 平均 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2016年 平均 99.9 99.7 99.5 99.8 99.8 99.9 99.6 99.9
2017年 平均 100.4 100.5 100.5 101.1 100.5 100.8 100.4 100.3
2018年 平均 101.3 101.7 101.9 102.3 101.4 102.2 101.3 101.2
2019年 平均 101.8 102.1 102.5 102.5 102.0 102.7 101.9 101.9
2020年 平均 101.8 102.0 101.9 102.5 102.3 102.2 101.6 102.1

2020年 ５月 101.8 101.8 99.6 102.5 102.4 102.4 101.2 102.1
６月 101.7 101.8 101.8 102.6 102.0 102.4 101.4 101.8
７月 101.9 101.8 101.8 102.3 102.0 102.2 101.6 101.6
８月 102.0 102.0 102.1 102.2 102.1 102.2 101.5 102.0
９月 102.0 102.2 102.3 102.8 102.7 102.7 102.0 102.4

10月 101.8 102.1 102.2 102.7 102.6 102.1 101.8 102.1
11月 101.3 101.6 101.9 102.4 102.3 101.4 101.5 101.6
12月 101.1 101.2 101.6 102.2 101.5 101.2 101.3 101.3

2021年 １月 101.6 101.9 102.0 102.6 102.1 102.0 102.1 101.8
２月 101.6 101.8 102.0 102.4 102.0 102.4 102.0 101.5
３月 101.8 102.1 102.7 102.5 102.4 102.8 102.3 101.7
４月 101.4 101.8 99.9 102.6 102.3 102.5 101.7 101.5
５月 101.7 102.1 102.4 102.8 102.5 102.6 102.0 101.6

2015年 平均 0.8 0.3 0.2 0.5 1.0 0.4 0.6 0.8
2016年 平均 ▲ 0.1 ▲ 0.3 ▲ 0.5 ▲ 0.2 ▲ 0.2 ▲ 0.1 ▲ 0.4 ▲ 0.1
2017年 平均 0.5 0.8 1.0 1.3 0.6 0.9 0.8 0.4
2018年 平均 1.0 1.2 1.3 1.2 0.9 1.3 0.9 0.9
2019年 平均 0.5 0.4 0.6 0.2 0.6 0.5 0.6 0.7
2020年 平均 0.0 ▲ 0.1 ▲ 0.6 0.0 0.3 ▲ 0.4 ▲ 0.2 0.1

2020年 ５月 0.0 ▲ 0.2 ▲ 2.3 0.0 0.0 ▲ 0.1 ▲ 0.2 0.0
６月 ▲ 0.1 0.1 2.2 0.2 ▲ 0.4 0.0 0.3 ▲ 0.3
７月 0.1 0.0 0.0 ▲ 0.4 0.0 ▲ 0.2 0.2 ▲ 0.2
８月 0.2 0.1 0.3 ▲ 0.1 0.1 0.1 0.0 0.4
９月 ▲ 0.1 0.3 0.2 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4

10月 ▲ 0.1 ▲ 0.2 ▲ 0.1 ▲ 0.1 ▲ 0.1 ▲ 0.6 ▲ 0.2 ▲ 0.3
11月 ▲ 0.5 ▲ 0.4 ▲ 0.3 ▲ 0.3 ▲ 0.3 ▲ 0.6 ▲ 0.3 ▲ 0.5
12月 ▲ 0.3 ▲ 0.4 ▲ 0.3 ▲ 0.2 ▲ 0.8 ▲ 0.2 ▲ 0.2 ▲ 0.3

2021年 １月 0.5 0.7 0.4 0.4 0.6 0.7 0.8 0.5
２月 0.0 ▲ 0.1 ▲ 0.1 ▲ 0.2 ▲ 0.1 0.4 ▲ 0.1 ▲ 0.2
３月 0.2 0.3 0.7 0.1 0.3 0.4 0.4 0.2
４月 ▲ 0.3 ▲ 0.3 ▲ 2.7 0.1 ▲ 0.1 ▲ 0.3 ▲ 0.6 ▲ 0.2
５月 0.3 0.3 2.5 0.2 0.2 0.2 0.3 0.1

2020年 ５月 0.1 ▲ 0.4 ▲ 2.7 0.0 0.4 ▲ 0.6 ▲ 0.9 0.3
６月 0.1 ▲ 0.1 ▲ 0.7 0.4 0.2 ▲ 0.2 ▲ 0.5 0.2
７月 0.3 0.0 ▲ 0.5 0.2 0.3 ▲ 0.2 0.0 ▲ 0.2
８月 0.2 ▲ 0.1 ▲ 0.6 ▲ 0.3 0.1 0.0 ▲ 0.3 0.2
９月 0.0 0.0 ▲ 0.4 0.0 0.6 0.1 0.1 0.3

10月 ▲ 0.4 ▲ 0.4 ▲ 0.7 ▲ 0.4 0.3 ▲ 0.9 ▲ 0.4 ▲ 0.4
11月 ▲ 0.9 ▲ 0.9 ▲ 1.1 ▲ 0.9 ▲ 0.1 ▲ 1.7 ▲ 0.8 ▲ 1.0
12月 ▲ 1.2 ▲ 1.2 ▲ 1.3 ▲ 0.9 ▲ 1.0 ▲ 1.6 ▲ 1.0 ▲ 1.0

2021年 １月 ▲ 0.6 ▲ 0.7 ▲ 1.0 ▲ 0.4 ▲ 0.3 ▲ 0.9 ▲ 0.3 ▲ 0.9
２月 ▲ 0.4 ▲ 0.5 ▲ 0.6 ▲ 0.2 ▲ 0.1 ▲ 0.2 0.0 ▲ 0.7
３月 ▲ 0.2 ▲ 0.1 0.3 0.1 0.0 0.3 0.5 ▲ 0.6
４月 ▲ 0.4 ▲ 0.2 ▲ 2.0 0.1 ▲ 0.2 0.0 0.3 ▲ 0.6
５月 ▲ 0.1 0.3 2.8 0.3 0.1 0.2 0.9 ▲ 0.5

青森市 盛岡市 仙台市 秋田市 山形市 福島市

2018年 平均 98.6 99.4 99.2 98.2 99.4 100.3

2019年 平均 98.5 99.2 99.9 98.2 100.1 100.4

全国平均

100.0

100.0

６　東北６県　県庁所在市別総合指数
2015年＝100　

前　　　年　　 比　 （％）

前　　 月　　 比　 （％）

 前  年  同  月  比　 （％）

７　消費者物価地域差指数  （持家の帰属家賃を除く総合）
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消費者物価指数の概要 
 
１ 消費者物価指数とは 

消費者物価指数とは、物価の変動を時系列的に測定するもので、基準となる時点と比べて、どの程度上昇ま 
たは下落したかを比率で表した数値のことです。 

現在の指数は、2015 年を基準年とした「2015 年基準消費者物価指数」です。 
 
２ 指数品目 

指数計算に用いられる品目は、家計の消費支出の中で重要度が高いこと、価格変動の面で代表性があるこ 
    と、継続調査が可能であることなどの観点から選定された 584 品目に持家の帰属家賃 1 品目を加え、2015 年基

準では 585 品目（沖縄県のみで調査する４品目を含む。）となっております。 
 
３ 指数の計算方法 

指数は、基準時加重相対法算式（ラスパイレス型）により算定されます。 
 
 
 
 
 
 
４ ウエイト 

ウエイトとは、指数の計算の際に使用される家計の消費支出全体に占める品目別支出金額の割合（重み：ウ 
エイト）のことで、2015 年基準は、2015 年家計調査の結果（1 か月 1 世帯当たりの平均支出金額）を基に作成 
されております。 

生鮮食品（生鮮魚介・生鮮野菜・生鮮果物）は、月別ウエイトが用いられます。 
 

５ 価格調査 
     品目の価格調査は、「小売物価統計調査」（総務省所管）により毎月行われます。 
 
６ 各品目の調査日 

・生鮮魚介、野菜、果物及び切り花のうち一部の品目：毎月 3 回。 
上旬（5 日を含む週の水・木・金曜日のうち 1 日） 

                                 中旬（12 日         〃            ） 
                                 下旬（22 日         〃            ） 

・上記を除く品目（自動車等関係費、衣料、他の光熱など） 
：毎月 1 回。（12 日を含む週の水・木・金曜日のうち 1 日） 

・家賃（民営） ：毎月 1 回。（12 日を含む週の水・木・金曜日のうち 1 日） 
・家賃（公営） ：毎月 1 回。（12 日を含む週の金曜日） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
 
比較時の指数値 ＝  

比較時価格 

基準時価格 
× 基準時の品目ウエイト   の合計 

 【利用上の注意】 

 この月報は、総務省統計局が作成する資料に基づき作成したものです。 

 
  ◎総務省統計局（消費者物価指数）のホームページアドレス 

   http://www.stat.go.jp/data/cpi/index.html 

 《この資料に関する問い合わせ先》 
   山形県みらい企画創造部 統計企画課 生活統計担当 
     TEL ：023-630-2186・2177  FAX：023-630-2185 

  

   ◎山形県のホームページアドレス   https://www.pref.yamagata.jp/ 
           ホームページ内の掲載場所 

                     トップページ中段の「目的から探す」 

                               → 「統計情報・オープンデータ」 

                               → 「家計・物価」 

                               → 「山形市消費者物価指数」 

基準時の品目ウエイトの合計 
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資料№７

現行時間額 （調査母集団 183,375人) ※Ｒ３基礎調査より

改正時間額 引上げ額 引上げ率 影響率 影響者数 備考

793円 0円 0.00% 2.06% 3,783人 ※=未満率

794円 1円 0.13% 3.97% 7,283人

795円 2円 0.25% 4.11% 7,542人

796円 3円 0.38% 4.66% 8,542人

797円 4円 0.50% 4.73% 8,673人

798円 5円 0.63% 4.80% 8,809人

799円 6円 0.76% 4.83% 8,856人

800円 7円 0.88% 4.85% 8,898人

801円 8円 1.01% 10.87% 19,929人

802円 9円 1.13% 10.88% 19,945人

803円 10円 1.26% 10.96% 20,096人

804円 11円 1.39% 11.08% 20,309人

805円 12円 1.51% 11.22% 20,572人

806円 13円 1.64% 11.30% 20,724人

807円 14円 1.77% 11.31% 20,742人

808円 15円 1.89% 11.40% 20,906人

809円 16円 2.02% 11.50% 21,080人  

810円 17円 2.14% 11.53% 21,136人

811円 18円 2.27% 12.65% 23,201人

812円 19円 2.40% 12.66% 23,211人

813円 20円 2.52% 12.69% 23,263人

814円 21円 2.65% 12.83% 23,520人

815円 22円 2.77% 12.83% 23,522人

816円 23円 2.90% 13.05% 23,922人

817円 24円 3.03% 13.08% 23,992人

818円 25円 3.15% 13.14% 24,104人

819円 26円 3.28% 13.42% 24,603人

820円 27円 3.40% 13.44% 24,646人

821円 28円 3.53% 14.47% 26,540人

822円 29円 3.66% 14.54% 26,661人

823円 30円 3.78% 14.60% 26,771人

824円 31円 3.91% 14.62% 26,804人

825円 32円 4.04% 14.79% 27,130人

826円 33円 4.16% 14.93% 27,386人

827円 34円 4.29% 14.95% 27,423人

828円 35円 4.41% 15.08% 27,654人

829円 36円 4.54% 15.12% 27,729人

830円 37円 4.67% 15.12% 27,730人

831円 38円 4.79% 16.30% 29,890人

832円 39円 4.92% 16.30% 29,893人

833円 40円 5.04% 16.39% 30,063人

834円 41円 5.17% 16.58% 30,399人

835円 42円 5.30% 16.64% 30,521人

836円 43円 5.42% 16.82% 30,844人

837円 44円 5.55% 16.88% 30,957人

838円 45円 5.67% 16.93% 31,041人

839円 46円 5.80% 16.98% 31,139人

840円 47円 5.93% 17.01% 31,198人

841円 48円 6.05% 17.48% 32,048人

842円 49円 6.18% 17.64% 32,343人

843円 50円 6.31% 17.76% 32,571人

令和３年度山形県最低賃金の引上げ率及び影響率一覧表
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